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                村井 浩二           寺町 幸雄 
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        教 育 長  勝良 憲治   危機管理課長  村上 正規 
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        まちづくり推進部長  村上 正規   福 祉 課 長  松岡 健一 

        健康福祉部長  子安 逸二   高齢介護課長  武部 勝浩 
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        財 政 課 長  小角 孝彦   生涯学習課長  鳥取 勝憲 
 
        会 計 管 理 者                 林  達也 
        兼 会 計 課 長 

６ 議会事務局  事 務 局 長  上田 周治   書    記  木下 雄平 

７ 傍 聴 者                

８ 会議に付した事件 

（１）認定第１号 平成３１年度太子町一般会計歳入歳出決算認定について 
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午前 ９時３０分 開 会 

○本委員長 おはようございます。 

 本日、決算常任委員会を開催させていただきましたところ、ご出席いただきましてあ

りがとうございます。 

 それでは、会議に先立ちまして町長より挨拶を受けます。 

○田中町長 皆さん、おはようございます。 

 決算常任委員会の開会に当たり、ご挨拶を申し上げます。 

 委員の皆様方には早朝よりご出席を賜り、誠にありがとうございます。 

 さて、本委員会に付託された案件でございますが、認定第１号、平成３１年度太子町

一般会計歳入歳出決算認定についてでございます。何卒よろしくご審議をいただき、ご

認定賜りますようお願いを申し上げまして、簡単ではございますが、開会のご挨拶とさ

せていただきます。ありがとうございます。 

○本委員長 本日は、全員出席していただいておりますので、会議は成立いたしました。 

 よって、これより委員会を開会いたします。 

 直ちに会議に入ります。 

 このたび、本委員会に付託されました案件は、平成３１年度太子町一般会計歳入歳出

決算認定についての１件でございます。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 

 認定第１号、平成３１年度太子町一般会計歳入歳出決算認定について、これを議題と

いたします。 

 本件について、説明を求める前に皆様方にお諮りいたします。内容の説明につきまし

ては、まず会計管理者から決算の概要の説明を受けます。その後、所管ごとに歳入歳出

の説明を受け、質疑を行います。全ての説明と質疑が終了した後に、討論、採決を行い

たいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○本委員長 ないようでございますので、順次、説明を求めます。 

 それでは、まず決算の概要説明を求めます。 

○林会計管理者 おはようございます。 

 それでは、お手元の歳入歳出決算書附属説明資料に基づきまして、平成３１年度の概

要についてご説明を申し上げます。 



－３－ 

 まず、資料の１頁をお願いいたします。 

 第１表、収支の状況の表です。 

 附属説明資料右手の資料のほうをご覧いただきたいと思います。 

 まず、①歳入総額についてですが、歳入総額は、前年度に比べ５億４千２８８万４千

円、１１.５％減の５２億４千９９５万円、②の歳出総額は、前年に比べ５億２千５２

５万７千円、１１.２％増の５２億２４６万９千円となっています。歳入総額から歳出

総額を差し引いた経常収支は４千７４８万１千円の黒字となっております。このうち、

翌年度に繰り越す財源として、１千９５２万９千円を差し引いた実質収支額は２千７９

５万２千円の黒字となっております。 

 次に、歳入の状況でございます。 

 ３頁のほうをお願いいたします。 

 第２表の歳入決算額の状況の表をご覧ください。歳入の柱である町税は、前年度と比

較して３千９８７万２千円、２.８％増の１４億５千２００万５千円となっております。

町税の状況につきましては、５頁のほうに詳細が出ておりますので、お願いいたします。 

 下の表のほうをご覧ください。 

 町税の主な税額の状況としましては、まず市町村たばこ税では、販売本数の減少によ

り、前年度と比較して１千１５０万２千円、５.８％減の１億８千６９１万９千円とな

ったものの、市町村民税で２千７３５万２千円、４％の増の７億８８９万５千円、固定

資産税で２千２３３万１千円、４.５％増の５億１千８７７万６千円、軽自動車税では

１７３万３千円、４.９％増の３千７３５万７千円などとなり、町全体としては、１４

億５千２００万５千円となっております。 

 ３頁に戻っていただきまして、２番目の地方譲与税、以下記載の各種の交付金は、経

済動向等の状況によりそれぞれ増減しております。 

 ちょっと飛びますが、地方消費税交付金では、前年度に比べ９８５万５千円、４.

６％減の２億３４４万２千円、次に、地方特例交付金につきましては、１千４１８万３

千円、１３８.９％増の２千４３９万１千円、地方交付税は、１千７４７万６千円、１.

２％増の１５億１千１２５万５千円。 

 続いて、分担金及び負担金は、前年度に比べ１千３５５万９千円、２２.２％減の４

千７３９万２千円となっております。これは主に保育所入所委託費事業者負担金で７３

２万７千円、大阪府後期高齢者医療広域連合派遣職員人件費負担金で６０８万３千円の
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減となったことなどによるものでございます。 

 続いて、使用料及び手数料は、前年度に比べ３０３万円、４.８％減の６千４６万５

千円となっております。これは主に幼稚園保育料で１５４万４千円、放課後児童会使用

料で８７万６千円の減となったことなどによるものです。 

 次に、国庫支出金は、１億２千９２８万６千円、２７.４％増の６億１２６万５千円

となっております。これは主に保育所入所委託費負担金で１千８７３万５千円、学校施

設環境改善交付金で３千５７７万９千円、史跡等購入費補助金で２千７８８万１千円の

増となったことなどによるものでございます。 

 次に、府支出金は、前年度に比べ２千２２０万８千円、５.４％増の４億３千４４０

万２千円となっています。これは主に保育所入所委託費負担金で５８０万４千円、各種

選挙費委託金で５５８万２千円の増となったことなどによるものです。 

 財産収入は、前年度と比べ１２１万６千円、２７.４％増の５６５万３千円となって

おります。これは主に財産売払収入で９５万９千円の増となったことなどによるもので

ございます。 

 寄附金につきましては、前年度に比べ２千２７４万８千円、８１.７％減の５１０万

２千円となっています。これは、ふるさと太子応援基金寄附金で２千３６４万８千円の

減となったことなどによるものでございます。 

 繰入金は、前年度に比べて４億８１９万７千円、１千７４２.７％増の４億３千１６

２万円となっています。これは主に公共施設整備基金繰入金で４千７５６万９千円、財

政調整基金繰入金で２億６千万円、退職手当基金繰入金で８千８００万円の増となった

ことなどによるものです。 

 諸収入は、前年度に比べ１千６３３万８千円、４９.４％増の４千９４１万９千円と

なっています。これは主にプレミアム付商品券売却代金で１千９１０万円の増となった

ことなどによるものです。 

 続いて、町債は、前年度に比べ１６０万３千円、０.５％増の２億９千８０５万３千

円となっております。これは主に臨時財政対策債で、前年度に比べ４千４３９万７千円、

平成２０年度臨時財政対策債借換債で６千５６０万円などの減少があったものの、増加

分として、中学校体育改修事業債で７千１５０万円、総合スポーツ公園改修事業債で２

千４４０万円、学校給食センター改修事業債で２千６０万円の増となったことなどによ

るものです。 
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 続いて、環境性能割交付金につきましては、平成３１年度に創設された交付金で、決

算額は３２１万４千円となっています。 

 次に、４頁をお願いいたします。 

 頁中段の自主財源と依存財源についてでございます。右の頁、５頁のほう、こちらの

図４の構成比の円グラフがございますが、それの右側の平成３０年度決算に比べて、自

主財源比率が３６.３％から３９.６％へと３.３％増加している状況になっております。

これは、自主財源である繰入金で、財政調整基金や退職手当基金などの繰入れにより大

きく増加したことによることが要因となっておりますので、依然として財政基盤の脆弱

性は変わりのないところでございます。 

 続きまして、次に歳出の状況でございます。 

 １０頁のほうをお願いいたします。 

 １０頁の下の性質別歳出決算額の状況についての表で説明をさせていただきます。こ

の中の義務的経費ですが、前年度と比べ９千９９７万２千円、４.２％増の２４億９千

８５４万１千円となっています。 

 義務的経費のうち人件費は、前年度に比べ１億５千７万２千円、１５.９％増の１０

億９千６６８万４千円となっています。これは主に職員給で５７８万１千円、退職手当

で１億４千４９８万５千円の増となったことなどによるものです。 

 扶助費は、前年度に比べ５千１４２万１千円、５.６％の９億６千６３２万３千円と

なっています。これは主に介護給付・訓練等給付費で２千４８４万２千円、重度障がい

者医療助成費で５８３万５千円の増となったことなどによるものでございます。 

 次に、公債費は、前年度に比べ１億１５２万１千円、１８.９％減の４億３千５５３

万４千円となっています。これは主に元利償還額のうち、一般単独事業債で３千３２４

万２千円、減税補塡債で５５９万５千円、平成２０年度臨時財政対策債借換債で６千５

６０万円の減となったことなどによるものでございます。 

 次に、投資的経費についてです。前年度に比べ２億９千９５７万７千円、２２６.

９％増の４億３千１６１万１千円となっています。これは、災害復旧事業債で３千１０

万３千円の減となったものの、普通建設事業費で３億２千９６８万円の増となったこと

によるものでございます。 

 普通建設事業費につきましては、前年度に比べ３億２千９６８万円、３２３.４％増

の４億３千１６１万１千円となっています。このうち、補助事業に係る決算額は、前年
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度に比べ１億３千６５万９千円、１千４９％増の１億４千３１１万４千円となっており、

単独事業に係る決算額は、前年度に比べ１億９千９０２万１千円、２２２.４％増の２

億８千８４９万７千円となっております。 

 １４頁のほうをお願いいたします。 

 こちらの表のほうに主な建設事業の内容等を一覧にして掲載しております。中学校大

規模改修事業では、管理業務委託、改修工事で１億９４０万８千円、一般財源が１９５

万６千円となっております。以下、国指定史跡二子塚古墳保存整備事業など、主な事業

について、事業内容及び事業費等をまとめております。 

 １０頁に戻っていただきまして、次に、その他の経費についてです。前年度に比べ１

億２千５７０万８千円、５.９％増の２２億７千２３１万７千円となっています。 

 その他経費のうち物件費は、前年度に比べ１億１千６１６万２千円、１３.９％増の

９億５千４１１万５千円となっています。これは主に自治体クラウド利用料で２千９７

９万３千円、役場庁舎等ＥＳＣＯ事業サービス委託料で３千７６８万５千円、プレミア

ム付商品券事業で１千２７９万５千円の増となったことなどによるものです。 

 補助費等は、前年度に比べ７３１万３千円、１.３％増の５億４千９１５万２千円と

なっております。これは主に市町村たばこ税大阪府交付金で７６７万４千円、多子世帯

保育料等助成金で６５３万７千円の減となったものの、プレミアム付商品券事業費委託

料で２千２９２万１千円の増となったことなどによるものです。 

 続いて、積立金は、前年度に比べ５千３００万６千円、５２.３％減の４千８３４万

７千円となっております。これは主にふるさと太子応援基金積立金で２千３６４万８千

円、退職手当基金積立金で２千１５０万３千円、財政調整基金積立金で９３７万２千円

の減となったことなどによるものでございます。 

 繰出金は、前年度に比べ５千６９４万３千円、８.９％増の６億９千７４９万円とな

っています。これは主に下水道事業特別会計繰出金で２千５４１万２千円、医療給付費

等に係る定率負担金で２千３３９万２千円、介護給付費繰出金で７１９万円の増となっ

たことなどによるものでございます。 

 次に、１６頁をお願いいたします。 

 地方消費税交付金の社会保障財源化分が充てられる経費についてでございます。この

表は、消費税率の引上げに伴い、増収となる地方消費税交付金について、地方税法及び

総務省通知に従い、掲載しているものでございます。先ほど、歳入のところで申し上げ
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ましたけれども、地方消費税交付金は、２億３４４万２千円となっており、このうち、

表の網かけ部分、１億２９万９千円が社会保障財源化分でございます。 

 右の１７頁のほうをお願いいたします。 

 経常収支比率についてでございます。経常収支比率につきましては、町税や地方交付

税等の経常一般財源収入と言われるものが人件費や旅費等の経常的経費にどの程度充当

されているかを示すものでございます。下の７表の記載のとおり、平成３１年度は職員

退職に係る人件費の増加などにより、前年度の合計９６.８％から６.９％増の１０３.

７％となっています。これは今までで も高い数値となっております。 

 １８頁をお願いいたします。 

 上段、第８表の表でございますが、この表は先ほど申しました経常収支比率の求める

ための基になるものでございまして、上から３段目の経常一般財源等収入額が３２億５

千４１１万３千円となっています。これに対して、表の一番下の経常経費充当歳出一般

財源合計が３３億７千４８４万７千円となっております。この経常的経費３３億７千４

８４万７千円を経常一般財源収入であります３２億５千４１１万３千円で除した数値が

経常収支比率となり、１０３.７％という数値が出ている状況になっております。 

 次の１９頁をお願いいたします。 

 地方債現在高の状況ですが、平成３１年度の地方債発行事業は記載のとおり、町道老

朽化対策事業ほか５事業となっております。地方債現在高は９表の記載のとおりでござ

います。平成３１年度末現在高が前年度に比べ１億６３０万４千円、２.５％減の４２

億２千８６３万８千円となっております。これを住民１人当たりで見ますと、前年度に

比べて４千６２１円少ない３１万７千８２３円となっております。 

 次に、２０頁をお願いいたします。 

 積立金現在高の状況でございます。第１０表のほうをご覧ください。平成３１年度末

の積立金現在高の合計額は、前年度と比べて３億７千７１５万７千円、１１.５％減の

２９億２５２万３千円となっております。このうち財政調整基金は、前年度に比べて２

億２千４９３万４千円、１３.１％減の１４億９千４０１万９千円となっています。ま

た、基金の充当事業としましては、教育振興事業など６事業において、積立金を充当し

ております。平成３１年度末の積立金を住民１人当たりで見てみますと、前年度に比べ

２万５千７９８円少ない２１万８千１５３円となっています。 

 これで、平成３１年度の決算概要につきましての説明を終わらせていただきます。な
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お、別冊として、主要施策の一覧表を添付させていただいておりますので、ご参照をい

ただければと思います。 

 以上でございます。 

○本委員長 続きまして、総務部関係の歳入歳出について説明を求めます。 

○小角総務部長 おはようございます。 

 それでは、議会事務局、会計課及び総務部所管の歳出について、事業別区分の決算の

大きいものを中心にご説明申し上げます。 

 なお、１００万円以上の不用額につきましては、別途、不用額調書を配布させていた

だいております。したがいまして、説明のほうは省略させていただきますので、ご了承

をお願いいたします。 

 それではまず、歳出４６頁、４７頁をお願いいたします。 

 １款、１項、１目議会費、支出済額９千３６４万９千１５４円。主に議会事務局職員

の人件費及び議員報酬並びに政務活動費等の議会運営費でございます。 

 ２目の議会広報費、支出済額６５万９千３０４円。年６回の議会だより発行に要した

経費でございます。 

 ２款の総務費、４８頁、４９頁、お願いいたします。 

 １項の総務管理費、１目一般管理費、支出済額４億７千７１３万４千３１９円。職員

人件費につきましては、各部局の費目にも共通しますが、ここでは全体の概要について

ご説明申し上げ、以降については、各部局における人件費の説明については省略をさせ

ていただきますので、その点ご理解のほど、よろしくお願いいたします。まず、一般会

計における給料の支給人員は、特別職３名を含めて１１３名と、前年度と比べ２名増員

となっております。給料の総額については、４億４千８７５万７千１６円、前年度に比

べ０.１８％の増となっており、人事院勧告で０.０９％、定期昇給では１.１８％、そ

れぞれの影響によるものでございます。地域手当は、給料月額、扶養手当、管理職手当

の合計額に１００分の６を乗じた額となっております。時間外勤務手当の支給総額は、

選挙費、災害対策費等を除き２千１０６万５千３８５円で、前年度に比べ７１万７千９

４５円の減額となっております。期末勤勉手当の支給割合は、６月期は２.２５月、１

２月期は２.２７５月、年間トータルで４.５か月となっております。退職手当は、定年

退職７名分、自己都合退職３名分及び任期満了に伴う教育長によるものでございます。 

 職員研修事業１２４万４千４９１円は、職員研修の専門機関への実施委託料や南河内
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郡町村職員研修協議会負担金など、６２の研修会に延べにして３０１人の参加となって

おります。 

 衛生委員会事業１３万４千円は、産業医の報酬でございます。 

 非常勤職員公務災害補償事業２６万４千２３０円、５１頁をお願いいたします。 

 ２２節の補償補塡及び賠償金２２万１千２３０円は、非常勤職員の公務災害１件に対

する補償でございます。 

 秘書人事管理事業２千９７９万１６９円は、アルバイト職員延べ２０２名延べ非常勤

嘱託職員の２６名分の共済費や賃金でございます。 

 １０節交際費５万８千円は、８件分の支出を行っております。 

 １２節の役務費のうち、職員採用試験検査手数料６５万３千４００円は、民間企業な

どの採用で活用されておりますＳＰＩ試験、いわゆる適性検査に係る委託料で、行政職

の募集で７８人、氷河期世代の募集で１４人、専門職採用試験の募集で８人の受験に活

用した経費でございます。 

 １３節委託料のうち、職員健康診断委託料４３万２７２円は、職員及び嘱託職員、ア

ルバイト職員１７２名の健康診断の委託料、職員厚生事業委託料９８万８千２２４円は、

福利厚生事業の職員会への委託料、職員採用試験業務委託料６９万８千５００円は、行

政職の２次試験の専門業者による面接試験の委託料でございます。 

 １４節使用料及び賃借料１３８万６千７２円は、人事給与システムに係る電算機器及

びシステムプログラムの賃借料でございます。 

 総務一般管理事業４８８万７千７４１円のうち、１３節委託料のうち、顧問弁護士等

法務相談委託料６８万５千円は、顧問弁護士への簡易な法務相談を含む顧問弁護料、訴

訟事件弁護委託料４３万６千円は、教育委員会非常勤嘱託職員雇い止めに関する訴訟事

件弁護士委託料でございます。例規集更新業務委託料２６５万６００円は、条例・規則

の制定・改廃に伴う電子データの更新及び自治体法務ＮＡＶＩの利用料でございます。 

 ５３頁をお願いいたします。 

 共通一般管理事業、総務政策課配当分の５５９万８千６６５円のうち、１１節の需用

費の消耗品費１９９万５千５２６円は、各課共通のコピー用紙やトナー、インクなどの

購入代でございます。 

 １４節使用料及び賃借料の複写機等賃借料３３９万６９７円は、１１台分の印刷機器

などの賃借料でございます。 
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 共通一般管理事業、会計課配当の３２７万８千９８円、１３節の委託料の公用車運転

委託料１８９万６千４８０円は、マイクロバス運行の業者委託料で、延べ２３回の運行

を行っております。 

 情報公開事業２万９千５０円のうち、１節報酬費２万１千円は、情報公開審査会委員

等の報酬でございます。情報公開請求が２６件、個人情報保護制度に基づく請求はござ

いませんでした。 

 基金積立事務事業、財政課配当の３千９５７万６千６６２円のうち、財政調整基金へ

３千３１７万６千６６２円、退職手当基金へ５０万円、環境衛生等基金へ５００万円、

たいしまちづくり夢基金へ９０万円それぞれ積立てを行っております。 

 基金積立事務事業、会計課配当の３９６万３千１２８円は、財政調整基金のほか９基

金等の積立定期利息を積み立てております。 

 ５４頁、５５頁をお願いいたします。 

 ２目の財政管理費、支出済額３８８万２千８０８円。 

 １１節の需用費のうち、印刷製本費２５万９千６００円は、予算書１００冊に要した

印刷代でございます。 

 １３節委託料のうち、財務書類作成支援業務委託料３０３万９千円は、公会計処理業

務の委託料でございます。 

 ３目会計管理費、支出済額３７４万５千８９８円。 

 １１節の需用費のうち、印刷製本費３２万７千７８円は、決算書１００冊に要した印

刷代でございます。 

 １４節の使用料及び賃借料２９０万７千４８０円は、財務会計処理システムに係る経

費でございます。 

 庁舎維持管理事業、総務政策課配当の４千２０３万４千４０５円のうち、電気料で８

５８万７千２７８円、修繕費２６６万１千２５２円は、給水設備のほか、庁舎全般での

修繕費となっております。 

 ５７頁をお願いいたします。 

 １３節の委託料のうち、庁舎警備委託料で７２８万７千７９２円、庁舎設備保守点検

委託料で５０２万６千３４円、庁舎清掃委託料で３２２万３千９０２円、庁舎エレベー

ター・高圧受電設備更新工事実施設計業務委託料で２５４万９千８００円などの支出を

行っております。 
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 １４節の使用料及び賃借料のうち、来庁者駐車場用地等賃借料２７９万３千円の支出

を行っております。 

 １５節工事請負費３５３万９千７００円は、庁舎正面玄関、ほか出入口自動ドアの駆

動装置の更新を行っております。 

 公用車管理事業４１６万７千４０５円は、公用車２７台の燃料費や保険費用及び検査

費用などの経費でございます。 

 町村賠償保険加入事業２９８万３千１９４円は、庁舎等の建物共済掛金で１７４万２

千７５円、全国町村総合賠償保険で１２２万９千２０２円の支出を行っております。 

 普通財産管理事業４２８万８千９２円のうち、１３節委託料の登記・測量等委託料２

８万３千２００円は、財産売払い鑑定等委託料でございます。 

 １５節の工事請負費３９９万６千３００円は、公用地整地工事請負費でございます。 

 ５９頁をお願いいたします。 

 ＥＳＣＯ事業３千７６８万５千１８６円は、役場庁舎等のＥＳＣＯ事業におけるサー

ビス委託料でございます。 

 ５目公平委員会、支出済額８万円は、富田林市、河内長野市、大阪狭山市、河南町、

千早赤阪村と本町の６市町村で構成する南河内広域公平委員会の負担金でございます。 

 ６目自治振興費、支出済額１千７２８万２２２円。表彰事業８万６千４５０円は、表

彰審査委員会３名分の報酬及び被表彰者１４名に対する記念品の経費でございます。 

 地区・町会等運営事業１千７１９万３千７７２円。 

 ８節の報償費のうち、町会長等報償費１８２万４千円は、１人３万８千円、４８名分

でございます。 

 １１節の需用費の修繕費９３万７千４００円は、春日、山田集会所の空調設備、また、

各集会所での消防設備等の修繕費でございます。 

 １９節負担金補助及び交付金のうち、自治振興補助金９６１万８千６５２円は、４８

町会に対して、地区集会所維持管理補助金１９９万７千円は、大字６地区に対して、ま

た、町会等集会所整備事業補助金９５万６千円は、３町会に対してそれぞれ補助を行っ

ております。また、一般コミュニティ助成金１１０万円は、山田東條町会のだんじり祭

り用備品購入等に関わる助成金でございます。 

 ５０頁、５１頁をお願いいたします。 

 ９目の広報費、支出済額９５３万８千６６７円。 
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 広報事業８５２万８千８２７円のうち、１１節需用費の印刷製本費を５４５万６千１

６０円は、広報太子の印刷経費などで、平成３１年度の総発行部数は７万２千部、月平

均で６千部となっております。修繕費の２万９千７００円は、広報板などの修繕でござ

います。 

 １３節委託料２７７万３千４１８３円は、ポスティングによる広報配布業務委託料で

ございます。 

 ホームページ管理事業１００万９千８４０円は、町ホームページのプログラム保守及

び賃借料でございます。 

 １０目の企画費、支出済額の６千２５９万４千６５８円。繰越明許費１千１０９万４

千円は、地域公共交通事業での役場前バス停など拠点整備、またプレミアム付商品券事

業での換金に係るものでございます。 

 企画一般事業５０８万５千３４０円のうち、６３頁をお願いいたします。 

 １９節の負担金補助及び交付金の三世代同居・近居支援補助金４５０万円は、三世代

同居・近居を始めるために町外から転入する中学生以下の子どもがいる世帯に対して定

住を促進するための支援で、９件の転入がございました。 

 住民協働による地域活性化プロジェクト事業４２万９千９７円のうち、１９節負担金

補助及び交付金、竹内街道１４００年活性化プロジェクト負担金２０万円は、竹内街

道・横大路活性化実行委員会への負担金、また地域伝統文化保存継承事業支援補助金２

０万円は、地域で受け継がれてきました伝統行事、いわゆる山田だんじり祭りの運営経

費に対して助成を行っております。 

 ふるさと太子応援基金寄附金事業２１１万９千７０６円は、ふるさと納税の返礼品等

運営に伴う委託料でございます。寄附者が５４名、寄附金額４２０万２千１０円となっ

ております。 

 地域公共交通事業１千７８２万６千８６３円。 

 １節報酬費４７万６千円は、地域公共交通会議委員の報酬で、５回の会議を開催いた

しました。 

 １３節委託料のうち、地域公共交通支援業務委託料２５８万５千円は、網形成計画に

基づく本格協議を行うための業務支援委託料、また、地域公共交通拠点整備設計業務委

託料３２４万４千６４０円は、役場前バス停の整備及び緑の回廊改修に係る設計業務委

託料でございます。 
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 １５節の工事請負費のうち、地域公共交通拠点整備工事請負費５３８万円は、役場前

バス停などの拠点整備に係る平成３１年度執行額、また、太子中央線等歩道改良工事請

負費３０２万６千１００円は、新規路線バス停設置に必要となる歩道改良を行ったもの

でございます。 

 １９節の負担金補助及び交付金でございます。 

 ６５頁をお願いいたします。 

 地域公共交通新規路線設備等整備補助金で２８２万円は、金剛自動車が新規路線を本

格運行するに当たり必要となるバス停ポールや車両の各種表示板などの初期費用に係る

補助金でございます。 

 プレミアム付商品券事業３千５７１万６千４０２円は、消費税、地方消費税率引上げ

が低所得者、子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を

喚起、下支えすることを目的に実施したものでございます。 

 ４節共済費３１万１千８３１円及び７節賃金２０８万９千２０６円は、事業実施に伴

うアルバイトに係る人件費となっております。 

 １１節需用費の印刷製本費１４０万８千４２８円は、プレミアム付商品券の印刷代で

ございます。 

 １２節役務費７２万４千４１１円は、申請書の送付、返信、また、引換券送付などに

係る郵送代でございます。 

 １３節の委託料２千９８８万３千４５０円は、電算機器・プログラム変更等委託費で

３８０万６千９９０円、取扱店舗募集や啓発用品作成などの事務委託料３１５万５千４

６０円、商品券の換金など、事業費委託料２千２９２万１千円の支出を行っております。 

 １４節の使用料及び賃借料８６万５千９２０円は、電算機器・プログラム賃借料とな

っております。 

 １５節の工事請負費３２万４千円は、本事業の電話専用回線設置に伴う工事費でござ

います。 

 １１目電子計算費、支出済額５千４１５万９８１円。 

 電算共通維持管理事業４１５万５千７５６円。 

 １８節の備品購入費３７１万３千８４０円は、パソコン２５台、プロジェクター１台

などの購入を行ったものでございます。 

 情報施策推進事業５３４万８千８０７円は、インターネットやＬＧＷＡＮ、庁内ネッ
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トワークに係るプログラムの保守委託料や賃借料などとなっております。 

 社会保障・税番号制度システム管理事業５３１万３千円は、国が管理する情報ネット

ワークシステムと本町システムとの中継を行う中間サーバやプラットフォームの運営に

係る負担金でございます。 

 情報セキュリティ強化対策事業３４１万４千２７４円は、情報セキュリティの強靭化

に対応する電算委託料などでございます。 

 ６７頁をお願いいたします。 

 自治体クラウド推進事業３千５９１万９千１４４円は、基幹系情報システムの共同ク

ラウド化に伴う利用料でございます。 

 １２目の人権啓発費、支出済額３３３万２千２７２円。 

 １３節の委託料１５８万７千８００円のうち、人権啓発推進大会委託料２０万円は、

昨年１２月１０日にプロ車椅子ダンサーの奈佐氏を講師に迎え、ダンスで心のバリアフ

リーをと題し、開催した業務委託料でございます。 

 男女共同参画推進計画策定委託料１３８万７千８００円となっております。 

 １９節負担金補助及び交付金１０１万７千６００円のうち、人権啓発、人材養成事業

等負担金１６万８千７００円は、部落解放・人権大学講座や人権に関して大阪府と市町

村が共同事業を実施するための負担金でございます。 

 町人権協会助成金は、７１万２千円となっております。 

 ６８頁、６９頁をお願いいたします。 

 ２項の徴税費、１目税務総務費、支出済額１億２千２３４万７千２４１円。 

 徴税総務事業１千９８２万６千３３６円。 

 １１節の需用費のうち、印刷製本費の１８０万６千６８２円は、納税通知書などの印

刷費でございます。 

 １４節の使用料及び賃借料３１４万６千２４４円は、滞納管理システム賃借料でござ

います。 

 １９節の負担金補助及び交付金のうち、市町村たばこ税大阪府交付金１千４３０万６

千円は、平成３０年度のたばこ税に対する課税定額を超えた分でございます。 

 町民税課税事業５５２万８千４９４円のうち、１３節委託料３９４万７千１８４円は、

町・府民税賦課事務委託料でございます。 

 固定資産税課税事業１千２３６万５千１２４円。 
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 ７１頁をお願いいたします。 

 １３節の委託料のうち、税務地図情報システム保守業務委託料１２９万８千円は、地

番図修正などの業務委託料でございます。２０２１年度評価替えに係る路線価算定業務

委託料２７２万１千６００円は、用途地区・状況類似地域区分の決定や標準宅地選定な

ど、業務委託料となっております。また、鑑定評価業務委託料は４３０万７千２８４円、

評価替えに必要となる６８か所の標準宅地に係る３年に１度の鑑定業務委託料でござい

ます。 

 軽自動車税課税事業１１９万４千７９６円は、軽自動車税の賦課徴収経費でございま

す。 

 町税収納整理事務事業８９２万６２円のうち、１３節のコンビニ収納代行業務委託料

８０万１千５２７円は、コンビニでの納付９千４２６件分でございます。また、共通納

税システム委託料３７８万６千円は、システム適用に係る対応パッケージの設定業務の

委託料でございます。 

 ２３節の償還金利子及び割引料の償還金３１０万９千３７３円は、法人で１２件、個

人で４８件に対する償還金でございます。 

 国税連携システム管理事業９８万３千４８４円は、確定申告データ及び年金特別徴収

データの連携に係る経費でございます。 

 ３項戸籍住民登録費、１目戸籍住民登録費、支出済額４千９６２万４４８円。 

 ７３頁のほうをお願いいたします。 

 戸籍住民登録事業１千３９万６千６３８円のうち、１３節委託料３２２万４千２２０

円及び１４節の使用料及び賃借料４６６万３千３９２円は、戸籍住民基本台帳ネットワ

ークの電算システム機器及びプログラムの保守と賃借料などとなっております。 

 １９節の負担金補助及び交付金のうち、通知カード・個人番号カード事務委任交付金

１８２万８千２００円は、マイナンバーカードの作成に係る地方公共団体情報システム

機構への交付金でございます。なお、平成３１年度末までの累計発行枚数は１千５７４

枚、人口に対する割合は１１.９％となっております。 

 旅券事務事業８０万５千円は、パスポート発給事務に関する富田林市への委託料で、

平成３１年度の交付件数は４４２件となっております。 

 ４項の選挙費、１目選挙管理委員会費、支出済額２７万２千３６４円。 

 １節の報酬２４万２千円は、選挙管理委員４名の報酬でございます。 
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 ７４頁、７５頁をお願いいたします。 

 ２目の参議院議員通常選挙費、支出済額６８７万７千１２６円。昨年７月２１日執行

の第２５回参議院議員通常選挙に係る事務経費で、投票率は４９.２２％となっており

ます。 

 ３節の職員手当等のうち、時間外勤務手当１８０万７千５１１円は、投開票に係る４

３名分及び選挙期間中の事務局職員３名分、また、管理職員特別勤務手当２８万８千円

は、投開票に係る１７名分でございます。 

 ３目の大阪府知事選挙費、支出済額１０４万７千３２３円。昨年４月７日執行の大阪

府議会議員選挙と同日に行われた大阪府知事選挙に係る事務費で、投票率は４８.７

２％となっております。 

 ７７頁をお願いいたします。 

 ７節の賃金３６万４千７３０円は、事務補助及び期日前投票業務に携わっていただい

たアルバイト職員への賃金でございます。 

 ４目府議会議員選挙費、支出済額２２６万１９円。 

 ３節の職員手当等のうち、時間外勤務手当１０３万８千２１４円は、投開票に係る３

２名分及び選挙期間中の事務職員３名分、また管理職員特別勤務手当２５万２千円は、

投開票に係る９名分でございます。 

 ７８頁、７９頁をお願いいたします。 

 ５目の町長、町議会議員補欠選挙費、支出済額２２８万７千４９８円。４月１２日執

行の町長、町議会議員補欠選挙に係る事務経費で、投票率は５０.６８％となっており

ます。 

 ３節の職員手当等の時間外勤務手当２８万５千７７９円は、事務局職員３名分の手当

でございます。 

 ５項の統計調査費、１目統計調査総務費、支出済額１１６万６千７１２円は、農林業

センサス及び経済センサス基礎調査など、統計調査等に係る経費でございます。 

 ６項の監査委員費、１目監査委員費、支出済額３４万９千円は、監査委員２名の報酬

でございます。 

 次に、１７０、１７１頁をお願いいたします。 

 １１款公債費、１項公債費、１目元金、支出済額４億４３５万６千７５１円。これは

町債の元利償還金でございます。 
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 ２目の利子、支出済額３千１１７万７千３４０円。町債の利子償還金でございます。 

 １２款の予備費でございますが、２款戸籍住民登録事業へ４８万２千円を、３款放課

後児童会運営事業へ５１万２千円、９款教育委員会運営事業へ１０万円をそれぞれ充当

しております。 

 以上で、歳出についての説明を終わらせていただきます。 

 引き続きまして、総務部所管の歳入についてご説明を申し上げます。 

 決算書の２０頁、２１頁をお願いいたします。 

 １款町税、収入済額１４億５千２００万４千７９３円、前年度と比べ３千９８７万２

千７円、２.８％の増収となっております。 

 １項の市町村民税、収入済額７億８８９万５千４３５円、前年度と比べ２千７３５万

２千３３３円、４.３％の増収。 

 １目の個人町民税、収入済額６億６千４８９万２千２３５円、前年度と比べ１千１１

８万９千３３円、１.７％の増収。 

 ２目の法人町民税、収入済額４千４００万３千２００円、前年度と比べ１千６１６万

３千３００円、５８.１％の増収でございます。 

 ２項の固定資産税、収入済額５億１千８７７万６千８円、前年度と比べ２千２３３万

１４９円、４.５％の増収。この増収の要因は、事業用家屋と償却資産の増加に伴うも

のでございます。 

 ３項の軽自動車税、収入済額３千７３５万６千１００円、前年度と比べ１７３万２千

５４８円、４.９％の増。新税率による影響が主な要因となっております。また、自動

車取得税に係る環境性能割が創設されたことも増収の原因となっております。 

 ４項の市町村たばこ税、収入済額１億８千６９１万９千３５０円、前年度に比べ１千

１５０万１千３２３円、５.８％の減収でございます。 

 ５項入湯税、収入済額５万７千９００円、前年度に比べ４万１千７００円、４２％の

減収となっております。 

 ２款地方譲与税、収入済額３千６１８万８千３円、前年度と比べ７１万５千３円、２.

０８％の増収となっております。 

 １項の地方揮発油譲与税、収入済額９１３万７千円、前年度と比べ１１０万５千円、

１０.８％の増収でございます。 

 ２項の自動車重量譲与税、収入済額２千６３１万５千円、前年度と比べ１０８万４千
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円、４.３％の増でございます。 

 ３項の森林環境譲与税、収入済額７３万６千円の皆増でございます。 

 ４項地方道路譲与税、収入済額３円でございます。 

 ３款利子割交付金、収入済額２４４万８千円、前年度と比べまして１６２万７千円、

３９.９％の減収でございます。 

 ２２頁、２３頁をお願いいたします。 

 ４款の配当割交付金、収入済額１千１２７万２千円、前年度と比べ１５７万５千円、

１６.２％の増収でございます。 

 ５款株式等譲渡所得割交付金、収入済額６４５万３千円、前年度と比べ１７５万２千

円、２１.４％の減収でございます。 

 ６款の地方消費税交付金、収入済額２億３千３４４万２千円、前年度と比べ９８５万

５千円、４.６％の減収でございます。 

 ７款ゴルフ場利用税交付金、収入済額２千３６８万５千２０８円、前年度と比べ２８

万８千３０７円、１.２％の減収でございます。 

 ８款自動車取得税交付金、収入済額１千３３万１千９２９円、前年度と比べ８８８万

６千７１円、４６.２％の減収でございます。 

 ９款地方特例交付金、１項地方特例交付金、収入済額１千２３９万１千円、前年度と

比べ２１８万３千円、２１.３％の増収でございます。 

 ２４頁、２５頁をお願いいたします。 

 １０款の地方交付税、収入済額１５億１千１２５万５千円、前年度と比べ１千７４７

万６千円、１.２％の増収。内訳としまして、普通地方交付税が１３億１千１８４万８

千円、前年度と比べ１.５％の増収、また、特別地方交付税が１億９千９４０万７千円、

前年度と比べ０.７％の減収でございます。 

 １１款の交通安全対策特別交付金、収入済額２０３万９千円、前年度と比べ７万２千

円、０.６％の減収でございます。 

 １３款使用料及び手数料、１項の使用料、１目総務使用料、１節庁舎等使用料、収入

済額１３３万７千１２１円は、庁舎内の飲料水自動販売機やＪＡ大阪南のＡＴＭ、また

広域水道企業団庁舎使用に係る行政財産目的外使用料でございます。 

 ２節の万葉ホール使用料、収入済額７万７千７００円は、１０件の有料使用料の分で

ございます。 
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 ２６、２７頁をお願いいたします。 

 ２項の手数料、１目総務手数料、１節総務管理手数料、収入済額８９万８６円のうち、

税務証明手数料が１千９３１件、また督促手数料が２千７７０件となっております。 

 ２節の戸籍住民基本台帳手数料、収入済額４４６万３千１００円。内訳としまして、

戸籍謄抄本等手数料が３千３１４件、住民票の写し等の手数料が５千５２２件、印鑑登

録証明手数料が３千９４４件、また閲覧その他証明手数料が４４１件となっております。 

 ２８頁、２９頁をお願いいたします。 

 １４款の国庫支出金、２項の国庫補助金、１目総務費国庫補助金、収入済額２千１５

６万４千２００円。収入未済額３３８万５千８００円につきましては、プレミアム付商

品券事業に伴う国庫補助金決定額のうち、令和２年度に繰り越したものでございます。 

 社会保障税番号制度システム整備費補助金２３９万１千円は、中間サーバやプラット

フォームの運営に係る地方公共団体システム機構への負担金に係る国庫補助金でござい

ます。 

 通知カード・個人番号カード事務補助金１７９万７千円は、地方公共団体情報システ

ム機構への通知カード・個人番号カード関連の事務経費への交付金でございます。 

 ３０頁、３１頁をお願いいたします。 

 プレミアム付商品券事務費補助金１千２７９万５千円は、プレミアム付商品券事業に

係る事務費でございます。プレミアム付商品券事務費補助金４５８万４千２００円は、

プレミアム付商品券事業に係るプレミアム分でございます。 

 ３項の国庫委託金、１目総務費国庫委託金、３２頁、３３頁をお願いいたします。 

 ２節の戸籍住民登録費委託金１９万４千円は、中長期在留者事務委託費交付金でござ

います。 

 １５款の府支出金、２項の府補助金、１目総務費府補助金、１節の総務管理費補助金、

収入済額２３１万２千円のうち、総合相談事業交付金１１８万５千円は、人権相談や就

労支援相談に係る交付金、移譲事務交付金１０万８千円は、ＮＰＯ法人の設立認証等に

係る交付金でございます。 

 ２節の戸籍住民登録費補助金、収入済額４７万２千８００円。人口動態統計調査費交

付金で１万６千８００円、旅券事務交付金で４５万６千円でございます。 

 ３６頁、３７頁をお願いいたします。 

 ３項府委託金、１目の総務費府委託金、１節総務管理費委託金、収入済額２５万１千
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円は、人権啓発活動委託金でございます。 

 ２節の徴税費委託金、収入済額２千８１万６７４円は、府民税徴収事務委託金でござ

います。 

 ３節選挙費委託金、収入済額９３６万６千２８０円、参議院議員通常選挙費委託金が

６８７万７千１２６円、大阪府府知事選挙費委託金が１４０万７円、府議会議員選挙費

委託金が１０８万５千８９９円でございます。 

 ４節の統計調査費委託金、収入済額１１６万４千３１０円、農林業センサスや経済セ

ンサス基礎調査等の委託金でございます。 

 １６款の財産収入、１項財産売払収入、１目財産売払収入、収入済額９５万９千２１

２円でございます。 

 ３８頁、３９頁をお願いいたします。 

 ２項の財産運用収入、１目の財産貸付収入、収入済額７３万６６２円。財産貸付収入

は、ＮＴＴドコモの電波塔敷地の貸付け及び大阪ガスへのプロパン庫敷地の貸付けなど

の収入でございます。 

 ２目の利子及び配当金、収入済額３９６万３千１２８円、基金の定期預金利息でござ

います。 

 １７款寄附金、１項寄附金、１目の指定寄附金、１節のふるさと太子応援基金寄附金、

収入済額４２０万２千１０円、６５件の寄附がございました。 

 １８款の繰入金、１項基金繰入金、１目の財政調整基金繰入金でございますが、２億

６千万円の取崩しを行いました。 

 ２目の太子まちづくり夢基金繰入金、収入済額１１２万１千円。これは中学生の英語

検定試験検定料の補助金に充当しております。 

 ３目のふるさと太子応援基金繰入金、収入済額１８０万円は妊娠出産包括支援事業、

観光推進事業、子ども子育て支援事業に充当しております。 

 ４目の公共施設整備基金繰入金６千３３万９千円。生涯学習施設整備事業実施設計、

３公共施設、ため池改修、小中学校トイレ改修、給食センター維持管理事業等に充当し

ております。 

 ５目の退職手当基金繰入金８千８００万円。定年退職者７名でございます。 

 ６目の聖和台汚水排水処理施設基金繰入金１千４２４万３千５８９円でございます。 

 ４０、４１頁をお願いいたします。 
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 ２項特別会計繰入金、１目山田財産区特別会計繰入金、１節の山田財産区特別会計繰

入金、収入済額６１１万５千９４２円は、文化池災害復旧事業に係る地元負担金でござ

います。 

 １９款の繰越金、収入済額２千９８５万３千６９６円は、前年度の繰越金でございま

す。 

 ２０款諸収入、１項の町預金利子、収入済額６千３８２円。 

 ２項の延滞金加算金、収入済額８４万７千８４７円。町税の延滞金でございます。 

 ３項の雑入、２節の雑入のうち、総務部所管に関わるものといたしましては、市町村

振興協会交付金１千７６４万１８２円は、市町村振興宝くじのサマージャンボ分で１千

１６８万５千８８４円、ハロウィン分で５９５万４千２９８円、これらは宝くじ収益金

からの交付金でございます。大阪広域水道企業団庁舎経費負担金で２９万７千２６２円、

広告料７３万４千４００円は、ホームページのバナー広告や広報紙の広告掲載料でござ

います。 

 ４３頁をお願いいたします。 

 １款コミュニティ助成事業助成金１１０万円は、山田東條町会のだんじり祭り用備品

購入に係る財団法人自治総合センターからの助成金でございます。プレミアム付商品券

販売代金１千９１０万円は、プレミアム付商品券販売に伴う代金でございます。 

 全国自治協会建物災害共済費１７万２千８９１円は、平成３１年の台風２１号で被災

した中学校施設の施設災害復旧に対する共済費でございます。 

 ２１款町債、収入済額２億９千８０５万３千円。 

 １目の土木債、収入済額２千５６０万円。まず、１千６０万円の町道老朽化対策事業

債、町道山田春日線に対するもので、借入先は地方公共団体金融機構、利率は０.００

５％となっております。また、１千５００万円の太井川改修事業債で、借入先は地方公

共団体金融機構で、利率は０.２％となっております。 

 ２目の教育債、収入済額１億１千６５０万円。まず、７千１５０万円の中学改修事業

債、太子中学校大規模改修工事等に対するものでございます。これは繰越事業のため、

令和３年３月に借入れを予定しております。また、保健体育債４千５００万円の総合ス

ポーツ公園改修事業債の借入先は地方公共団体金融機構で、利率は０.０８％となって

おります。学校給食センター改修事業債の借入先は地方公共団体金融機構で、利率０.

２％となっております。 
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 ３目の臨時財政対策債、収入済額１億５千５９５万３千円で、借入先につきましては、

５５８万６千円が近畿財務局、利率は０.００５％、また１億５千３６万７千円が地方

公共団体金融機構、利率は０.００５％となっております。 

 ４４頁、４５頁をお願いいたします。 

 ２２款環境性能割交付金、１項環境性能割交付金、１目環境性能割交付金、１節環境

性能割交付金で、収入済額３２１万５千円は、制度の変更に伴う影響額でございます。 

 以上で、議会事務局、会計課及び総務部所管の歳出歳入の説明とさせていただきます。 

○本委員長 ただいま、総務部関係の歳入歳出について説明がありました。 

 ここで暫時休憩といたします。再開は放送にてお知らせいたします。 

午前１０時５６分 休 憩 

                                        

午前１１時１５分 再 開 

○本委員長 それでは、再開いたします。 

○小角総務部長 先ほど、私、ふるさと太子応援基金の中で、寄附者が５７名と言ったと

思うんですけれども、寄附者５４名の間違いでございます。訂正のほうをお願いいたし

ます。 

○本委員長 では、これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○斧田委員 それでは、附属説明資料の１頁のほうについてなんですけれども、今回の決

算はかなり実質単年度収支のほうが２億２千万円を超える赤字という非常に厳しい数字

が表れているのではないかなというふうに感じております。まず、この件について、原

因は主に何であるかというふうなことについての質問です。 

○小角総務部長 実際、赤字が大きくなっているのではないかな、原因が何かということ

でございます。今回、経常的な経費が大きく増えているというところが原因かなという

ふうには考えております。特に社会保障関係でございますけども、これらは年々増加傾

向にあります。また、そのほか、サービスの多様化による専門職の配置や事務の効率化

による業務委託など、人件費などが増えておるというのが状況でございます。また、少

子高齢化によります給付、後期高齢者医療などの繰出金についても総じて増額している

というところでございます。また、３１年度については、定年退職者、希望退職者が多

かったという、そこら辺りも原因かなというふうに考えております。 
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 ただ、臨時的な経費につきましては、国指定史跡二子塚古墳整備事業など、普通建設

事業につきましても、多額な経費が必要となったというところは歳出が増えた原因とい

うふうに考えております。 

 ただ、歳入につきましても、普通交付税等は増加はしておるんですけど、地方消費税、

交付金をはじめ、各種交付金については減少しており、トータルではほぼ横ばいとなっ

ているところに事業費が増えているということで、今回、厳しい決算になったというふ

うに考えております。 

 ただ、また今後、施設の老朽化等というのはどうしても着実に進んでまいります。そ

の辺も踏まえまして、今後歳出については精査し、歳出削減に努めていきたいというふ

うには考えております。 

 以上でございます。 

○斧田委員 今、説明のほうをいただいて、非常に厳しい状況というか、話の中でも出て

いましたけれども、退職者の状況についても、これからも太子町の場合、気をつけてい

かないといけないことかと思います。これから先について財政的な状況というんですか、

非常に明るいというのはあまり見受けられないと思うんですけれども、こういうふうな

ものについての取組というんですか、職員や住民さんに向けての取組というんですか、

何かそういうふうなものはありますか。 

○小角総務部長 今回、３１年度の事業で、地域公共交通であったり、住民さんが、企業

としては、町の持ち出しとかは大きな建設があるというような状況ではありますから、

住民さんが喜んでいただけるという事業を、やっぱりその辺は政策して、厳しい財政で

はあるんですけれども、住民さん、ここは喜んでいただける、そういう事業を選択して、

事業を進めていくような形で検討していきたいというふうには考えております。 

○斧田委員 どうもありがとうございます。 

○寺町委員 ５１頁の件でちょっとお聞きしたいんですけれども、顧問弁護士的なところ

で委託料６８万５千円をしているんですけども、それは基本的な契約であって、何かこ

ういう問題が起こると費用がかかるというような形での列記をされているんですけども、

訴訟事件弁護士委託料４３万６千円、この件は正直言って、知らなかったんですけども、

どういう内容でこういうことが起こっているのか、ちょっと教えてください。 

○鳥取生涯学習課長 それでは、私のほうから、今ありました訴訟事件弁護士委託料につ

いてご説明させていただきます。 
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 これにつきましては、平成３１年３月２８日に口頭弁論期日呼出し及び答弁書の督促

状が送付されてきた損害賠償事件でございます。請求の要旨でございますが、平成２６

年４月に総合スポーツ公園に嘱託職員として採用され、翌２７年も引き続き更新を受け

て勤務していた奈良県在住の男性より、その翌年の２８年度、再々更新をされなかった

ことを不服とした損害賠償請求を地方裁判所葛城支部に損害賠償の提訴されたものでご

ざいます。 

 主な内容としましては、この男性は平成２６年度に１年間の任期で総合体育館窓口で

の受付担当業務として、採用されました。その後、１年間の任期で再更新を行ったもの

の、翌々年度の再々更新をされなかったことを不服とし、いわゆる違法、無効だ、雇い

止めであるということで主張されました。損害賠償としては、１４０万円を求めてこら

れたものでございます。 

 結果としましては、原告の男性に対し、町の行った不採用は法律上、保護された利益

を侵害されたものとは言えず、損害賠償責任を負うものではないとして、昨年９月２６

日に口頭弁論、同日に結審し、１１月２１日に請求を棄却する旨の判決を受けたもので

ございます。ですので、全面請求は棄却ということになってございます。 

 判決理由でございますが、本件は町側の不採用に伴う損害賠償請求ではございますが、

原告は地方公務員法３条の特別職である非常勤職員であり、地方公務員法上の特別職に

対しては、任用予定期間の満了後に再び任用される権利、もしくは任用を要求する権利、

または、再び任用されることを期待する法的利益を有するものと認めることはできない

ということで、再任用されなかったとしても、その権利ないし法的利益は侵害される余

地はないというふうにされております。ただ、任用期間の終了後も任用を続けるような

確約をするとか、任期満了後の任用が継続されるような行為をした場合には国家賠償法

に基づく賠償を求める余地があり得るという判例もございます。 

 以上のことから、１１月２１日に全面棄却ということで判決が下りまして、原告より

その後、上告はございません。 

 今まで申し上げなかったのはあくまでも恣意的な、個人的な損害賠償請求でございま

す。町の政策に対しての何か損害賠償請求ということではございませんので、事務的に

着々とさせていただいたわけでございます。 

 以上です。 

○寺町委員 事務的に着々とやられて、結審したということなんですけども、こういう場
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合は１００％町側に不利益にならないような形でのこの要った費用はどうなるんですか

ね。向こうから賠償請求できる内容なんでしょうか。 

○鳥取生涯学習課長 費用というか、この訴訟にかかった費用につきましても、原告側、

いわゆる起こしたほうが負担するということで判決を受けております。 

 ただ、うちのほうでは弁護士さんに委託しておりますので、その費用だけが発生して、

この経費としてこの４７万円ということで書かれております。 

○寺町委員 説明のほうである程度、そういう内容だなということを理解させていただき

ました。今後、このようなことのならないように、尾を引かないような内容でひとつ取

り組んでいただけるようよろしくお願いいたしておきます。 

○本委員長 ほかに。 

○村井委員 今、私、質問ちょっと１つ増えたんですけど、今の質問で生涯学習課長の説

明という理由を教えていただけませんか。ちょっと総務で生涯学習課長を立たされたの

がちょっと疑問に思ったので。 

○鳥取生涯学習課長 先ほど、答弁申しましたように、今回のは案件としてはスポーツ公

園の嘱託職員で採用されたという方からの訴訟でございますので、私が原課として対応

させていただいたという次第でございます。 

○村井委員 これ、そしたら秘書課ではなくて、担当課がその裁判を受け持っているとい

うことでよろしいんでしょうか。 

○鳥取生涯学習課長 これは一般的に職員採用の基本的な考え方であるとか、そういった

面であれば、秘書課が対応となりますけれども、今回はどんぴしゃでスポーツ公園の方

で、スポーツ公園の任用に対するということでしたので、私のほうで対応させていただ

いたという次第でございます。 

○村井委員 ちょっと私、その担当課がそこまで持つというところに役割のところ、今、

ふっと説明を聞きながら、疑問に思っていたんですけど、これはこのままずっといかれ

るんですかね。 

○東條秘書課長 すみません。私のほうから若干補足のほうをさせていただきますと、当

該、この民事訴訟に関しましては、一定、その当時の当然、雇用するときにおきまして、

秘書課が面接をせず、これ、非常勤の嘱託さんの雇用というのは今までずっといろいろ

形が移り変わってきておりまして、この当時は生涯学習課のほうで面接をして、雇い上

げられたと。当然、この民事訴訟の内容の中にはその雇い上げ期間だけじゃなく、ほか
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の問題も含んでおりましたので、生涯学習課長のほうから説明ということでさせていた

だきました。 

 以上です。 

○村井委員 私も説明を聞いて、あれっ、生涯学習課長が立っていると思って、今、そこ

で気づいたんですけど、やっぱりどうなんかな、裁判、訴訟となれば、長期になってい

ることもありますし、その中で担当部署がまた担当課長なり、係員が替わったり、部署

異動でね。そんな中、まだ担当部署で引継ぎするのかというところの組織としての、や

っぱり訴訟に対する対応というところ、そこはこれから機構改革をもしされていくなら

ば、しかるべき部署でしっかり訴訟のところを対応していく、体制のほうはよろしいか

と思いますし、裁判所へ行って、ちょっと私、そのとき知りませんねんとは言われへん

と思うので、ちょっとその辺、また考えてもらいたいということでお願いしておきます。 

 私も附属説明資料のところで、まず毎年、私は言わせてもらうけども、ふるさと納税

の状況、すごく寄附金のところでマイナスになったというところの決算なので、検証を

されているかと思うんですけど、その辺の検証と結果、要因というのはどういう要因が

あって、マイナスに振れたんだというところの説明していただけませんか。 

○奥埜総務政策課長 ふるさと納税の部分の減少ということでございます。昨年度につき

ましては２千７８５万円ということで、当町における過去 高額のふるさと納税額とい

うことになってございます。これにつきましては、従来の返礼品、マッサージチェアと

いうような大きな、高額の返礼品がございました。それと、昨年６月の条例、法の改正

も含めましたふるさと納税制度の大きな方向転換といいますか、一定の地場産品として

の大きな制限、制約、また、返礼品、各種事務に係る事務経費の限度額、そういった部

分がかなり細かく制約される状況となってまいりました。その中で、先ほど申し上げま

した高額の返礼品の対象となっておりました部分につきましては、もう明らかに地場産

品としては認められないというような状況となりました。 

 そういった中で、返礼品の開拓につきましても、かなりの返礼品数、そちらのほうも

増やすような形で努力はしてまいったところでございますけれども、なかなか返礼品と

しての需要、その辺の部分がうまく対応できておらないというような部分もあるかも分

かりませんけれども、高額の返礼品がなくなったについては、またマッサージチェアと

いう健康器具といいますか、そういった返礼品が意外と他団体より少ないかというよう

なところ、それと制度改正を見込んだ駆け込みの需要というような部分も一昨年度につ
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いてはあったかというふうに考えております。 

 そういった状況の中、本町における返礼品、そういった部分をさらに今後も開拓に努

めて、増額に向けて取り組んでまいりたいというふうに考えておるところでございます。

よろしくお願いいたします。 

○村井委員 課長おっしゃるとおり、太子町としては平成２０年度から、当時から返礼品

がなかった結果がふるさと応援寄附金ということで事業を開始されて、もう１０年、１

１年ですか、過ぎて、その中で途中で返礼品というので、いろいろ地元産品で。私、こ

こで質問せなあかんやろうなと思ったのは、去年の年末、やっぱりふるさと納税寄附金

というのは、年末年始に合わせてというところの商品のところもありますし、皆さんの

確定申告のところもありますので、やっぱり年末というところが１つ大きなタイミング

というところが、どこの自治体でもそうなっていると思うんです。 

 その中で、去年の年末の太子町のホームページのふるさと納税のところに私が行った

ときに、みんな売り切れ、なくなりました、何やかんやもうあれへんで、お菓子がぽつ

んと１つだけ、まだ受け付けていますという状況があった。その辺も、やっぱりその後

を踏まえて、課長の答弁をお願いしたいんだけど、焼きそばにうな重とか、例えば太子

町で蜂蜜なんか作っておられたんだなと思って、会社は豊能やのに太子で蜂蜜を作って

おられたんだなと思いながらも、やっぱりそういうところのはバリエーションもいろい

ろ工夫してやってくださったと思うんですけど、何で私、ふるさと納税のこういうふう

なところの質問を 初にさせてもらうかというたら、附属資料にもあります、４頁です

ね。附属資料の４頁の下にある自主財源と依存財源という割合がいつも出てくるんです

けど、そもそも自主財源って何ですか、財政課長。 

○小角財政課長 自主財源は何かということですけど、町が独自で収益を入れるといいま

すか、住民さんからの税金を頂いたり、あと事業主さんから税金を頂く、それと町の、

例えばふるさと納税であったりという、税金を頂く、自分のところで賄える部分になっ

てきますので、あとその他依存財源になってくるんですけども、国から頂いたりとか、

交付金であったりとかというふうな形にはなってきます。その自主財源を増やすという

のが、やっぱり一番大切、重要なことにはなってくるとは思います。ただ、今現在、そ

したら、それをすぐに自主財源を増やす方策があるかというと、ふるさと納税をたくさ

んしていただくという、そういう方法があるんですけれども、ほかについて、なかなか

難しい部分があるのかなというふうに考えております。 
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 ただ、その中で、今、実際に財政状況は厳しい、入りが、自主財源が乏しい中、やっ

ぱり歳出という部分については、ある程度切り詰めるような形でやっていくとか、方法

は今のところないのかなというふうには考えております。 

 以上です。 

○村井委員 その中で、自主財源の中で、本当の自主財源というのは、本来本当に自由に

使える自主財源というのは説明できますか。 

○小角財政課長 実際、うちで使えるところになりますと、町税になってくるかなという

ふうに考えております。 

 あと、この町税の中でまたその中で限られたといいますか、割合はあるんですけども、

その部分になってくるのかなというふうに。 

○村井委員 今、課長がおっしゃったように、その限られたという中で、やっぱり町税の

２５％の留保財源、そこの部分も増やさんと、義務的経費に引っ張られて、投資的経費

に回せないという、それが財政の硬直化という、それがこの経常収支比率１０３.７％

というところに表れてきていると思うんですけど、それ、改めてなんですけど、副町長

に聞きたいんですけど、単年１０３.７％という数字を見て、どう感じられているのか。

太子町でまず状況ですね。ちょっと教えていただけませんか。 

○藤原副町長 １００％超えている状況ですね。かなり本当に、経常収支比率は財政の硬

直度合いを示している、まさに裁量で使えるお金の割合が減っているということなので、

かなり厳しい状況と思います。ちなみに、去年の平成３０年度で見ますと、府内の市町

村でいうと１００％を超えている団体も１１市町ほどあるのかなと思いますので、昔ほ

どは経常収支比率がものすごい低くないとあかんというよりは、どこの団体も結構高く

なっているのかなとは思うんですけど、非常に厳しい状況には変わりないと思います。 

○村井委員 私なりにこの経常収支比率が１０３.７％と単年で出ていたというか、これ、

皆さん、予測のところで大体そんなん出てくるんだろうなというふうなところで、前々

からとにかく１つの大きな要因として退職手当の３０６.７％増という、１億５千万円

近い金が退職金で出ていったと。やっぱり、先ほどの斧田委員にもありましたけど、こ

この人事的な、組織的にこの先、去年が多くあって来年が少ない、また、先は多いんだ

とか、その辺の年齢層といったらいいのか、その辺の把握というのは大体財政課、秘書

課で把握されているのか、教えていただけませんか。 

○東條秘書課長 今、退職者数と年間の採用も含めてになろうかと思うんですけれども、
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基本的に本町におきましては、定員適正化計画という計画に基づきまして、当然、職員

の必要人員というのを計画立てて進めておりまして、去年の３１年度は７名という方が

同時に定年退職というのは、これからは当然、学年にもばらつきがないようにバランス

の取れた、１学年３人程度というようなことで、当然、退職者も今後２人であったり、

順番にあるんですけれども、採用につきましても、その辺の年齢層のバランスですね、

凸凹がないようにある程度一定、平均的な採用もしながら、平準化に努めてまいりたい

と考えてございます。 

 以上です。 

○村井委員 自主財源のところの質問と単年で経常収支比率が１０３.７％。ただ、私的

には単年で１０３.７％、単年で、毎年、毎年、これ、４年も５年もそういうやった状

況であったら、これ、非常にまずいと思うんです。ただ、単年で出すというのはあくま

でも行政なので、営利目的で行っている民間会社じゃないので、やっぱり健全な行政運

営をしていく中では、そういうのは３年、４年に１回、出てきて当たり前だと思ってい

るんです。やっぱり、そういう投資を行ったら、そういうふうに減りますし、基金も減

りますし、これが２年、３年、同じような状況が続くようであったら、これはもう根本

的に基礎部門のところにも太子町の財政の本当シミュレーションができているのかとい

う話にもなってくるかと思うんですけど、やっぱり健全な行政としての収支のところで

は、これは単年で出てきて当たり前だと思っているんですが、その辺はどう感じられて

いるのか、教えていただけませんか。 

○小角財政課長 ３１年度につきましては、先ほど、退職者が多かったということで、そ

の辺の経費が伸びまして、どうしても１００％を超えたというような状況でございます。

退職者が少ない状況では退職金の部分を除いた場合、実際に１００％を切るというよう

な状況の数字を一応、こちらのほうでは感じてはおります。ただ、どちらにしましても、

事業を進めていくとなれば、やっぱり費用が絶対発生します。３１年度は特に退職者が

多いということも原因ではあるんですけれども、ただ、その事業を、やっぱり必要な事

業ではあるんですけれども、そこで大量的に全部一緒に重なってしまった、時期的に重

なってしまったというところに、やっぱり少し問題があるのかなというふうに、必要な

事業でやらなければいけないというのはあるんですけど、ただその辺をもうちょっと工

夫できれば、ここまで財政調整基金の取崩しとかをしなくてよかったのかなというとこ

ろもあります。その辺は今後、事業計画をしていく上できっちり検証して、やっていき
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たいというふうに考えております。 

 以上です。 

○村井委員 今おっしゃったように、あくまでも行政なので、費用対効果だけを見て、こ

の事業はやめておこう、これはあってはならない、それがために、やっぱり基金という

ところの経常収支比率というのは、上下するというのは、私もずっと研修に行かせても

らったときに、基金高比率という数字を出して、いろいろやったときに、太子町は本当

に全国の自治体の中でも超、基金を積んで積んで積んで積んで、右肩上がりのすごい自

治体やったんですね。もう黒板に貼り出されて、見てください、これが自治体の鏡です。

ただ、基金だけで積んでいるだけで、行政としてはどうなんでしょうかね。やっぱり、

行政サービスというところのことにもっと注ぎ込まなあかんではないか。よその自治体

は積んで積んで積んで積んで取り崩して、積んで積んで積んでと組めるんですけど、太

子町はずーっとこれで来ておったので、その辺のところもしっかりこれからは、やっぱ

り財政シミュレーションをしっかりやっていただいて、それと依存財源のところの話の

ところで、やっぱり地方財政計画の、副町長もご存じだと思うんですけど、令和３年度

までは平成３０年度並みの下回らない水準でというのが保証されているかと思うんです

けどね。その先、やっぱりコロナ禍のことを考えたら、今度、依存財源のところもこれ

は本当に地方財政としていくと、もうどないすんねんという運営にならざるを得ない状

況も推測されるんですけど、その辺、副町長はどう感じられているのか、教えていただ

けませんか。 

○藤原副町長 地方財政計画のほう、やはりコロナの今回の影響でかなり国のほうの税収

とかも落ちますので、交付税の財源になっている部分が落ちてきますので、やはり地方

に配分されている交付税とか、臨時財政対策債とかも含めて、やはりなかなか厳しい状

況だと思いますので、ただ、太子町だけでなくて、全国同じ状況だと思いますので、そ

ういう状況はもちろん見ながら、太子町としての財政運営をしっかりやっていきたいと

思います。 

○村井委員 今おっしゃるとおり、全国の自治体は本当これから先、厳しい時代、このコ

ロナ禍を受けて、例えば４月に発表がありました骨太の方針でもコロナ対策とデジタル

化、もうそれも二本柱でがんがん行きますよとみたいなね。だけど、それをやるにはち

ょっと私も乗り出したけど、依存財源のところで国からどれだけ来るねんといったとこ

ろが本当に書いてなかったので、やっぱりこれからそういうようなところにもこの決算
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の報告を受けたら、大事だと思うんですけど、その中で私はこの単年度の町税の２.

８％増、自主財源のところでちょっとこの町税が増えているというところのその数字の

分析というのはどういうふうに分析されているのか、教えていただけませんか。 

○林会計管理者 町税のほうが２.８％、前年度比較増加しております。これにつきまし

ては、町民税のほうで個人のほうは若干所得増の伸びによって、１.７％ほどの伸び、

あとは公金、それと固定資産税のほうは太子の西条開発に伴う事業者の進出によっての

増加というのが大きく影響して、トータルで２８％増ということにつながっております。 

 以上です。 

○村井委員 これ、長い質問ですけども、 後に、今おっしゃったように、町民税のうち、

法人５８.１％増と、やっぱりその当時、道を造って、開発するというところの効果が

少しずつ表れてきているということを本当のさっき言うた留保財源２５％確保する、こ

れ、私たち太子町で一番今まで苦手だとされてきたところを、やっぱり進めていかんと、

この先、バラ色の町政運営じゃなくて、イバラの町政運営が待っておると思っていたら、

これは自主財源、留保財源確保というのは急務だと思うので、またその辺も総務部長の

ほうで中長期の財政シミュレーションをしっかりやって、確保というのを進めていただ

きたいという要望で終わらせていただきます。 

○本委員長 ほかにございませんか。 

○阪口委員 何人かの方から財政状況が非常に厳しいというふうに言われていたわけです

けども、基本的に、今もありましたように、３１年度は、やっぱり退職者が多かったと

いうことで、定期の退職７名とそれ以外の退職者もおられたし、それと任期満了による

ような退職者もいたし、退職金は基本的に必要なものですから、出費があって当然だと

いうふうに思うんです。それで、先ほどもいろいろとあったように、新規採用と退職者

数の状況ということで、この平成３１年度の７名というのが山ですか。今後、４、５年、

５、６年、予定ではそれぞれに何名ずつ退職されるんでしょうか。 

○東條秘書課長 今後の定年退職者数の見込みはということでございます。現状、定年延

長というのもいろいろ国のほうでありましたけども、現状といたしましては、令和２年

度末現在で２名、令和３年度末現在で１名、令和４年度末現在で２名、令和５年度末現

在で６名、令和６年度末現在で２名というような予定になってございます。 

 以上です。 

○阪口委員 そういうことで、平成３１年度が非常に高かったというふうに思います。そ
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れで、今後そういう形で退職者ですから、令和５年ですか、そこがちょっと高いようで

すけど、毎年、毎年、だから、心配するような数字ではないというふうに思います。 

 それと、財政厳しい、厳しいと言われていたんですけども、確かに取崩しだとか、財

調は２億６千万円あったと、それと退職金等々で３億７千万円、基金全体では減ったと

いうことですけども、財調が１７億円というのは、先ほどもありましたように、かなり

高い自治体だというふうに思うんですけども、今、１４億９千万円、１５億円になった

ということですけれども、ほかの町村の自治体等は財調というのはどれぐらいそれぞれ

確保されているんでしょうか。 

○小角財政課長 すみません。今はちょっと手元に資料がございませんので、また調べて、

後ほどご報告させていただきます。 

○本委員長 よろしいですか。 

○阪口委員 決して少ないほうではないというふうに思うんです。もう一つ、今までも質

問させていただいたんですけれども、何億円か使うということですけれども、財調とい

うのは本当にどれぐらいなかったらやっていけないのか。それで、１４億円、１５億円

ほどあれば、そんなに心配する必要がないというふうに思うんですけども、財政課長と

しては１４億円でも心配だというふうに思われるんでしょうか。 

○小角財政課長 今、１４億円ほどということで、財調的にございます。幾らあればいい

のかという部分になるんですけども、町として 低限度の範囲、標準財政機構という部

分で考えましたときに、それの約２割ぐらいをある程度確保しておくのがいいのかなと

なりますと、今年でいいますと、約６億円ぐらいが必要になってくるかな。あと、１４

億円の財調がある。これ、今年、２億６千万円を崩しました。来年度以降、どうなるか、

そこはある程度絞っていかないと、仮に毎年２億円を崩していくと、７年でなくなって

しまうというような状況になってしまいます。その辺は、やっぱりそういうことはあっ

てはいけないというふうに考えておりますので、そこにつきましては、事業内容とかを

検討して、ある程度財政調整基金は確保しながら、財政運営に努めていきたいというふ

うに考えております。 

 以上です。 

○阪口委員 総務部長のときに言っておられたのか、課長のときに言っておられたのか、

忘れたけども、住民が喜ばれる事業、これは、やっぱり使っていくべきだというふうな

こともおっしゃっていたので、使ったときは減るのは当然ですけれども、それは計画的
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に住民のための施策というのは引き続きやっていっていただきたいというふうに思いま

すし、太子町の財政状況から見て、それが不可能ではないというふうに思います。 

 それと、あとちょっと違う質問をさせていただきたいんですけども、プレミアム付商

品券、６５頁のところですね。これ、以前、今回のプレミアム付商品券事業というのは

消費税増税で困難になる方、特に低所得者層、あるいは子育て世代が対象だったという

ふうに思うんですけども、かなり長いこと受付をやっておられたと思うんです。それで、

以前のプレミアム付商品券はあっという間になくなったんだけども、これ、ずっとやっ

ていたというのは、あんまり魅力がなかったのか、どういう層が商品券を利用されたか、

その辺、子育て世帯なんか、低所得者世帯なんか、まずその辺はどうなっているんでし

ょうか。 

○奥埜総務政策課長 昨年度のプレミアム付商品券につきましては、販売につきましては

２月末まで実施しておりました。これは基本的に他団体も含めて、同様ですけども、ほ

ぼ国が示しておりましたスケジュール的な部分、３月末まで利用可能ということでござ

いましたので、２月末まで販売を行ったところでございます。 終的には、非課税の方、

また、子育て世帯を含めまして、対象者数につきましては２千７０１人ということでな

っております。そのうち、非課税者につきましては２千３９６人、そして子育て世帯に

ついては３０５人ということになってございます。ただ、非課税世帯につきましては、

２千３９６人のうち、申請が９７７人ということで、４０.８％ということでございま

す。 終的にはこういう形になってございます。それと、そういう形で、引換券の送付

者につきましては、非課税者の申請をいただいた９７７人、また子育て世帯につきまし

ては、全世帯が対象ということになってまいりますので、３０５人ということで、引換

券送付部分対象者としましては１千２８２人ということになってございます。この部分

で申し上げますと、対象者２千７０１人に対して、全体の割合としては４７.５％とい

うことでございます。 

 そして、 終的に商品券を購入されました方につきましては２千７０１人のうちの９

７６人、全体で３６.１％という方がご購入いただいた形になってございます。この内

訳といたしましては、非課税者が８１４人ということで３４％、子育て世帯につきまし

ては１６２人で、５３.１％ということになっておる状況でございます。そして、 終

的に販売いたしました額といたしましては２千３８７万５千円ということで、換金され
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た額、これは今年度繰越しした額も含めてということでございますけれども、２千３７

８万６千５００円ということで、購入していただいた方の使用率としては９９.６％と

いうことで、若干未使用額が発生いたしましたけども、購入いただいた方につきまして

は、ほぼご使用いただいたというような状況になってございます。 

 以上でございます。 

○阪口委員 それで、４０％、５０％ぐらいの方が利用されたということですけど、この

制度自体は対象者に喜ばれたものだったかどうかという、評価はどのようにされている

んでしょうか。 

○奥埜総務政策課長 評価としましては、 終的に国のほうでもなされるものかなという

ふうに考えてございます。実際、町といたしましては、国の施策として実施したところ

でございます。そして、やはり非課税者の方につきましては、先ほど申し上げましたよ

うに、やはり商品券を購入するということで、原資がどうしても必要になってくるとい

うところもございます。子育て世帯の方についても同様でございますけれども、やはり

子育て世帯の方につきまして、購入割合が高くなってございます。そういった部分では、

一定、それなりの効果といいますか、消費税財政の引上げに対しての効果はあったんだ

と。それと、あと、経済対策という部分も捉えましても、町内での個人事業者の方につ

きましても、一定、使用いただいている部分が見られておりますので、そういった部分

では、一定の効果はあったのかなというふうに、数字だけを捉えてみますと、そういう

ふうに見て取れるのかなというふうには考えております。ただ、総論として、総体とし

ての国としての判断はどういうふうに取られるというのは、また別途あるのかなという

ふうには思います。 

 以上です。 

○阪口委員 後に、町内業者は大体何１０者というか、何事業者ぐらいあるんですか。 

○奥埜総務政策課長 町内事業者さんにつきましては、 終３１事業者登録いただいたと

いう状況になってございます。 

○本委員長 では、ここで暫時休憩といたします。再開は１３時といたします。 

午後 ０時００分 休 憩 

                                        

午後 １時００分 再 開 

○本委員長 それでは、再開いたします。 
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○小角財政課長 ちょっと先ほど府内の財政調整基金はどれぐらいあるかということで、

府内の町村のほうなんですけれども、一番多く財調を所有しているところにつきまして

は田尻町で２９億５千６００万円、あと一番少ないところで忠岡町の３億２千８００万

円。町村でいいますと、太子町は上から３番目ぐらいになるということでございます。 

 以上でございます。 

○本委員長 続いて、質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○西田委員 財政が、太子町が今厳しいのか厳しくないのか、改めてもう一度お尋ねした

いと思うんですけれども、本当に厳しいんでしょうかね。今、これまでのお話を伺って

いたら、本年度でいえば、何が一番大きかったかというのは、何度もどなたに問うても

退職金だろうと思うんです。退職金が財政を、この３１年度は、圧迫したなんて言うと、

職員さんに対しても失礼なのではないかなと思うんです。当然、払うべきお金がたまた

ま今年度は多かったというのがもう今までの質疑からもそう聞こえるんですけれども、

それでなぜ大変なんだといったら、将来的な不安があるからとおっしゃっていた。将来

的な不安をつくっているのは太子町ではないでしょう。国が交付金をこれからちゃんと

くれるのかどうか分からない、コロナがあって、もしかしたら減らされるかもしれない、

そういう心配があるということなので、改めてお尋ねしますけれども、太子町として、

この３１年度、ちょっと例年に比べて、悪い１年を過ごした決算になっているんですか。 

○小角財政課長 ３１年度決算、財政が厳しいということは、原因としては何かというこ

とですが、退職金、確かに７名、あとそれにプラス自己都合で辞められた方がいらっし

ゃいます。７名については定年退職ということになりますので、本来、退職基金であっ

たり、それを積むぐらいにして、準備は平成２７年度から用意しておりました。今、そ

れにプラスアルファ、自己都合ということもあったので、支出が増えているということ

は確かに原因かなというふうに感じました。 

 あと、トータル、先ほどからお話しさせていただいているんですけれども、建設事業

費、今、事業費の関係になるんですけど、附属説明資料のほうにもあるんですけれども、

全体的に普通建設事業費として３０年度から生じまして、３２３％と、増えていると。

この中で、単独事業も増えています。補助事業という部分にあっても増えております。

補助事業でありますので、全額補助というのはございません。やっぱり、一部、一般会

計からの持ち出し等もございますが、その辺の事業費が、やっぱり相当かさんでおりま
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す。この辺で、このままずっとこれを今の状況を続けていけば、財政的には問題、確か

に財政調整金等はあるとはいえ、やっぱりいつかは、それをずっと使い続ければ枯渇と

いう部分も、要するに考えまして、やはり歳出削減には努めるような形で今後は財政運

営をやっていかないといけないかなというふうに考えております。 

 以上です。 

○西田委員 そういうのも一遍にやり過ぎてから、ちょっとタイミングを考えていかなあ

かんなというようなこともちょっと午前中の質疑でもあったかと思うんですけれども、

それはそうでしょうね。附属説明資料の１４頁にちょっと上げておられたと思うのだけ

ど、学校施設は何をおいてもやっていくべきものであって、それは無駄だと言われたら、

ちょっと困るなと思いますし、二子塚、これかて歴史の史跡を残していくという意味で

は必要だと思いますし、これが１件やるか、もう一つやるかというのはあると思うんで

すけれども、全体を見て、特段この３１年度はひどいことをしたから悪いこともないや

ろうし、この一部を見て、赤字になったから、これは危ないから太子町は大変だ、切り

詰めなあかんというような決算ではないと私は思っているんです。 

 何より、ちょっとお尋ねしたいんですけど、４９頁で職員さんの人数をおっしゃった

と思うんです。職員さんは定員適正化計画に基づいて、雇ってもいいし、太子町の職員

さんいてると言うんですけど、定員適正化計画であったら、太子町の職員さんは何人必

要ということになるんですか。 

○東條秘書課長 今、定員適正化計画自身は今年度末までの計画となってございまして、

一定、数字としましては１１５人ということになってございます。来年度以降につきま

しても、当然、１１５人という基準といいますか、その数字というのが過去の行革も含

めまして、国の集中改革プランを含めて、各自治体自身が純減何％という形でパーセン

テージを示されて、職員数を減する基準を設けたという経過がございます。一定、１１

５人が類似団体を含めて太子町に本当にふさわしいかどうかというのは、今年度から始

まりました会計年度任用職員、また、再任用制度を今活用しているんですけれども、そ

れも含めまして、一定の正職員の定数と非常勤と言われております、今でいいますと、

会計年度任用職員というものも合わせまして、人件費としてどういった形で人員、要員

管理というような考え方を一定、来年度以降、考えていこうかなということで、今、鋭

意計画のほうを策定しているところでございます。 

○西田委員 国の示した基準みたいなのがあるのかな。それでいって、今、１１５人とい
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うことなんですけれども、これは国が言っていることであって、太子町で今働いている

人が本当にこんな人数でいけるかというのを感じた数字ではありませんね。 

○東條秘書課長 本年、委員おっしゃっているように、国が太子町の業務内容、アウトソ

ーシングを含めまして、何名が太子町に合った基準ですというような示し方をされてお

りません。あくまでも類似団体を含めまして、これまでの経過も含めまして、太子町と

して１１５人というのを今定めておるところでございます。 

○西田委員 また見直すというような方に１１５人では、やっぱり一部の部課が忙しくて

休めないとか、そういう状況があったら、これは、やっぱり人数が少ないからだなと思

ったら、見直しの中では増やすことも考えてください。 

○東條秘書課長 当然、業務に必要な人員は、要員は何人が必要かというのと併せまして、

当然、小さな基礎自治体でございますので、財源も先ほど来からありましたように、事

務的経費というのにも限りがあると思います。その中で、恐らく今後は、町長もおっし

ゃっておられます事業評価というものをシステム化して、きちっと考えていくというの

も含めて、人員管理とある程度必要な人数というのを今後はきちっと見極めていかなけ

ればならないかなとは思っておりますので。 

○西田委員 ある程度必要な人数というのは、減らすことが目的にならないようにしてい

ただきたいと思うんです。本当に行革のとき、今の太子町でもこれから厳しいみたいな

話が午前中にありましたけど、行革のとき、夕張を引き合いに出して、全国の自治体も

このままであったら危ない、もう潰れるみたいな話があった中で、一番、被害者は住民

さんになると思うんですけれども、それでも住民サービスを何とか確保せなあかんとい

う中で、町が痛い目にも遭うたのは、一番は職員さんだと思うんです。給与の削減もあ

りましたでしょうし、人員もそれから増えない中で、今、この１１５名と言いながらも、

先ほど特別職を含んで１１３人であったということは１１５人になってなかったという

ことになるのではないかなと思うんですけれども、もう少し人を大切にしやんと、なか

なか太子町がいろんなことをしようと思っても難しいと思うんです。 

 今、感染症対策でこの間、国が病院潰し、保健所潰し、今、保健所に電話してきて、

人が足りないから電話がつながれへんというような状況もあるじゃないですか。これか

ら、災害に備えようと言って、一遍、投票のときに、あれは台風でしたっけ、本当に職

員さんがこれ、開票の人と外へ出る人とどうなるんだろうというような状況に、本当に

現実に起こったこともあるじゃないですか。何か町内で事故や災害が起こったときに、
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真っ先に自分の家族を置いても出ていかなあかん職員さんが、少ない状況でいつ地震が

起こるか分からないとか、こんな感染症、またいつ起こるか分かれへん。コロナがいつ

収まるか分からへん。学校は３密を避けるために、２メートル以上空けようと思ったら、

少人数学級にせなあかん。そのためには学校の先生が必要になると。その場になったと

きに、人を集めようと思ったって、絶対捕まらないんです。見つけるのは大変だと思う

ので、そういうことも含めて、では、これからの職員の人数の在り方は考えていってい

ただけるんでしょうか。 

○東條秘書課長 委員ご指摘のように、今、コロナ禍の中で各感染予防対策であったり、

支援策というのは鋭意、職員一丸となって、支援策の検討などもしているところでござ

います。実際に小さな町役場で職員数にも限りもありますので、自然災害を含めても、

職員の人数というのも問題になろうかと思いますので、コロナにつきましても、ある種

ＯＢであったりというのも、協力してもらってというような放送とかが流れたりもしま

す。今後、人員管理につきましては、当然、再任用の職員さんにも協力していただきな

がら、一定、臨職、非常勤という考え方が会計年度任用職員ということになりますので、

正職員と会計年度任用職員、再任用も含めまして、本来、太子町にどういった人員配置

で、どういった要員管理をしていくのが一番いいかというのを見定めながら進めていく

計画を考えているところでございます。 

○西田委員 本当によろしくお願いします。住民サービスの も要は私は一つ一つの施策、

本当の子ども医療費助成や拡充も本当ありがたい話なんです。それを、またこういう書

類にし、実際にやっていくのは職員さんが動いて初めてできることだと思いますので、

ここはきっちりと押さえてもらいたいと思うんです。 

 何かあれば、人件費がかかり過ぎとか、いや、本当はないし、町長の退職金をもらう

べきだと思うけど、それを減らして、福祉とか、今回、定数削減の話もありましたけど、

議員も１人減ったら、年６００万減るからそれをというのはまた違うと思うんです。人

を大切にする町政を続けていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 それで、これは決算で３１年度なんですけれども、３１年度の決算、この動かしてい

た町長から、この４月から新しい町長に替わりまして、その決算の反省する点とか、こ

こをまた続けていこうというところとか、今、令和２年度進行中ですけれども、いろい

ろ白紙にするとか見直しするとか、そういった作業を同時に進めながら、今度、令和３

年度の予算編成も入っていこうかと、していると思うんですけれども、総務部局として、
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部長として、令和３年度に向けて、どのような部をつくっていこうとしているのか、こ

の決算から今思っているところを教えていただきたいんです。お願いします。 

○小角総務部長 令和３年度に向けてどのように事業を進めていくのか、あと、今、３１

年度決算について、反省点であったり、問題点、また、評価する点ということでござい

ます。先ほどから、何度も説明させていただいております。反省点というべきなんでし

ょうか、必要な事業というのは、役場として、町として、絶対やっていかなければなら

ない事業、それは必要になってきます。ただ、先ほども言っていますが、今年度につい

ては、ご存じのように、退職者も多いというこのときに、たまたまやっていく建設事業

費であったり、文教施設の維持管理の事業であったり、あとＥＳＣＯ事業につきまして

も、費用としては、電気代の削減とかという、返りもあるとは思うんですけど、そうい

うところもたまたまそのタイミングが同時期に実施したところに問題があると。それに

つきましては、今後計画的にやっていく事業につきましては、検討していく必要がある

のかなというところでございます。 

 あと、評価する点といたしまして、健康福祉部関係でいいますと、国の事業費、教

育・保育の無償化に併せて、既に町の取組として、副食費に対する助成など、あと多胎

児の具体的な負担を軽減するなど、そういう事業もやらせていただいております。また、

あと、まちづくり推進部でいいますと、豪雨災害に備えた河川の改修事業であったり、

道路の維持補修ですね。あと、総務部については、地域公共交通機関における事業で、

金剛バスにつきましても新規路線の創設など、住民の皆様の利便性を向上した事業であ

るというふうに考えております。 

 令和３年度に向けましては、こういう事業、住民様に必要な事業につきましては、継

続というような形でやっていく必要がある。ただ、その辺、事業の実施に関しましては、

やっぱり本当に真に必要な事業であるかどうかという部分も見据えまして、効果を検証

し、スクラップ・アンド・ビルドを実施し、次世代への負担を先送りすることのないよ

うな限られた財源を有効に活用するような形で、持続可能でやってきた町政運営を努め

るようにしていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○西田委員 今の質問はそれぞれの部長さんにお尋ねしておこうと思ったんですけれども、

総務部としては、地域公共交通のことを上げていただきましたので、これもよりよいも

のにしていくために引き続き頑張っていただけたらと思いますので、よろしくお願いし
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ます。 

○本委員長 ほかにございませんか。 

○村井委員 先ほど、午前中の質問の中、私もそうでしたけど、今、西田委員からあった

ように、財政課長、太子町の標準財政規模というのはどれぐらいなんですか。 

○小角財政課長 今、標準財政規模といたしまして、３２億円でございます。 

○村井委員 標準財政規模、昔でいうたら、決算価格、あそこにも３２億円ということで

受けている。その中で、今、答弁にもあったように、スクラップ・アンド・ビルドと考

えたときに、今もこの決算額と標準財政規模を見比べたときに、やっぱりおっしゃった

ように、スクラップ・アンド・ビルドを進めていきます。ということは、スクラップを

進めていかないと、私、言うたら、どうなんかな、背伸びし続けているという表現がい

いのか。これはまだ耐えれる背伸びなのか、その辺の感覚として、ちょっとご答弁いた

だけませんか。 

○小角財政課長 今、村井委員おっしゃられましたのでは、今、事業をしていく上で無理

をしているのかどうかというところでございます。今、各課、必要な事業ということで、

やっぱり予算要求されて、必要な事業ということでやっております。ただ、やっぱりそ

の中で確認をしていく必要があると思います。やっぱり、中にはもう役割を終えたよう

な事業もあるかもしれません。その辺は確認して、継続していくのか、また、中止に、

縮小していくのかという部分を考えてやっていきたいと思います。無理をしているのか

どうかということに関しましては、ちょっと勉強不足で申し訳ないんですけども、そこ

まで目いっぱい無理をしているという状況ではないのかというふうには考えております。 

○村井委員 先ほど、私、午前中の質問のところに受けて、あくまでも私たちは行政なの

で、行政の運営、民間会社、株式会社を運営しておるわけではないので、例えばスクラ

ップするときでも費用対効果を受給されている住民さんが少ないからとか、これは赤字、

やっぱりそういう補塡する額が多いとか、そういうところのことが基準になるのかも分

からんですけど、そればかりでやってしまったら、これ、行政サービスはそもそも何だ

と。そこはさっき言った基金の積み方、基金の取崩し方というところが問われる、内容

は、質は問われることだと思うので、そこは、やっぱりしっかりと計算立てて、試算立

てて、財政、先ほども言いましたけど、財政シミュレーションをしっかり立てた上で、

来年度予算、またそれ、中長期的にどうしていくんだというところの、これ、正直、人

口なんかもう今の人口、今の年齢層で見たら、人口ピラミッドを見たら、太子町に住ん
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でいる人口は大体推測がつくと思うんですよ、１０年後、２０年後というのは。だから、

そういうところで、やっぱりしっかりやった上で予算立てというのをやってもらいます

ようにと。 

 これ、今日、総務などで聞きたいというか、各部署で聞かなあかんのかと思っておる

ところなんですけど、決算書の中で、やっぱり委託費という文言がどの部署でも出てく

るんですね。委託というところの予算額というのは、これ、足したらすごく額だなと思

う。委託というのは、今、さっき、東條課長からあったように、本来役所がやるべきこ

とが人員なのか、そういうのがいろいろあって、何らか、委託しているという意味だと

思うんです。本来やるべきことをね。ただ、委託としたところで、これ、業務があると

思うんですけど、全てが入札で委託契約をされているのか。それとも、事業によったら、

特殊性というので、やっぱり随意契約的にもうそこしか専門業者がいてないのでという

ふうなことの契約があるのか、ちょっとそこを教えていただけませんか。 

○小角総務部長 委託関係につきましては、全て入札でやるか、あと随契があるのかとい

うところでございます。入札の部分もございますし、随契の部分もあるというのが現状

でございます。例えば、システムの改修であったり、システムの国の部分を使ったりす

る、そういうシステム等ございましたら、やっぱり業者さんのほうがもう決まっている

部分がございまして、そこらにつきましては、特定されてしまいますので、随契になっ

ています。 

 ただ、あと、委託、例えば２階でしたら、草刈りとか、そういう委託、その辺につき

ましては、考慮するような形で、入札で業者を決めるというふうな形になっております。 

○村井委員 特殊、特定のその事業に関しては、やっぱり随意契約というところが結ばれ

ているということなんですが、例えば、入札自体かな、これはちょっと特定だなと、随

契だなという判断という、そういう何かルール、もしくはそれはどこでやっておられる

んですか、決めておられるのは。 

○小角総務部長 随契であったり、入札であったりというのは、 終的に業者の選定につ

いては、指名委員会のほうで決めさせていただいています。ただ、推薦業者というふう

な形で、実際、今使っているシステムの保守であったり、改修であったりすると、やっ

ぱりそこの業者さんが決まってくるので、それに関しては、担当課のほうからこの業者

でこういう理由で随契にしますよというふうに載せて、指名委員会に諮ってきて、そこ

で内容を精査するというような状況になります。 
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○村井委員 ということは、今、担当課でということで、担当課から上へ上がると。そし

たら、担当課でこれは随契でいきますよと、担当課で判断されているということでよろ

しいんですか。 

○小角総務部長 そのシステムであったり、もともと入っているシステムに関して、それ

を更新であったりする部分に関して、そういう委託に関しては、担当課のほうから随契

するのであれば、今、こういう理由で実施しますということで、担当課のほうから上が

ってくることになります。 

○村井委員 その意味では、随意契約しました、先ほどもありました事業評価と、今、い

ろいろあちこちの部署でもやっておられたと思うんですけど、事業が完了しましたと、

これを事業としてしっかり評価しますと、評価、検証ですね。しましたときは、その検

証はどちら側がやる気なんですか。 

○小角総務部長 事業評価につきましては、実施計画等、総務政策、また、総務部のほう

で確認させていただいています。それによって、いろいろそれで 終的には理事者のほ

うにまた確認していただくというような形になってきます。 

○村井委員 そういうことをさっきの訴訟の話と一緒で、やっぱり担当課のところのこと

でしっかりとしたルールづくりをすることによって、また、コストのところも削減でき

ることもあるでしょうし、まあ言うたら、そういうことで町長も町長選挙のときでも、

やっぱり役場内の透明化というか、見える化を進めていく。これ、委託というところで、

しゃあないと思うんです。これはもう今の職員のところでやりなさいと言っても、そん

な無理なことは無理なのもありますし、だけど、その中でも、やっぱりそういうところ

を見える化できる制度、体制をつくるということが非常に大事だと思うんですけど、そ

ういうところの体制づくりのところは今までお話しして、議論されたことはないでしょ

うか。 

○小角総務部長 その見える化というのは、今の現体制になってからということでよろし

いですかね。今現在、例えば委託であったり、工事であったり、その部分につきまして

は、もともとそうなんですけども、決裁を回して、今、どういうふうな形でそれが適切

なのかどうなのかという判断をさせていただいています。この中で、今の場合でしたら、

特に財政の支出を抑えるということもございます。その部分につきましては、内部で厳

しくチェックするような形でやらせていただいております。ただ、今後、令和３年度の

事業の実施に向けては、より厳しくというか、その辺は確認、チェックをしていくよう
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な形で事業の選別といいますか、取捨選択というような形でやっていこうというふうに

は考えております。 

○村井委員 後に、これ、本議会の中で、議会でも議論があるかと思う。あってしかる

べきだと思うんですけどね。二元代表制の議会では議員の定数を削減してまでも財源を

確保しようという動きがある。これ、二元代表制なので、議会の行政が対等な立場であ

って、その中で行政も、私は、やっぱり町長の選挙の中で所信表明の中でもありました

し、役所内の見える化を進めるというところのこともおっしゃっていましたし、そうい

うところで、組織の体制づくりというのと職員の意識改革というのを進めないと、なか

なか難しいのではないかと思いますし、そこをやるべきではないかと思うんですが、ど

うお考えですか。どうお感じですか。 

○小角総務部長 今、委員おっしゃられたとおり、職員の意識の改革というのは、これは

大変重要な、大切なことだというふうに今考えております。事業を進めていく上で、や

っぱり必要な事業、そうでない、ちょっと検討するような事業という、その辺のすみ分

けといいますか、そういうのを仮に予算で上げるにつきましても、職員の意識が統一し

ていないと、多少無駄があってもいいかなというような、そういう部分が出てくる可能

性もございます。その辺に関しましては、職員の意識を統一できるような形で、先ほど、

委員おっしゃられたとおり、財政シミュレーション等、その辺を、やっぱり職員のほう

に一応、提示するような形で、町としては今こういう状況にある、無駄なことは削減す

るような形で頑張っていこうというような、そういうふうなことをちょっとやっていき

たいというふうには考えております。 

 以上です。 

○村井委員 後に、今おっしゃったことで、やっぱり太子町役場として、これが組織で

対応してもらうという、個々の部署じゃなくて、組織で対応していくという、組織で事

業を進めていくという、事業の進め方ですね。そういうところもまあまあ要望しまして、

これで質問を終わります。 

○本委員長 では、ほかに。 

○阪口委員 何か悪いのですけど、６３頁の企画一般事業、三世代同居・近居支援補助金、

結婚新生活支援事業ということですか。これ、町長が議員時代から思い入れのある事業

だったというふうに思うんですけども、人口減対策としても取り組まれてきたわけです

けども、３１年度、結果、一定、効果があった部分もあると思うんですけど、その辺の
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評価はどうされているんでしょうか。 

○奥埜総務政策課長 ３１年度につきましては、４５０万円ということで、決算書に載せ

てあります。１件５０万円で９件ということでございます。それで、９件、９世帯の部

分で転入された世帯人員としましては、３２名ということになってございます。そうい

う部分から、これまで３年間、２９年度から始めております。２９年度は１件、３０年

度は４件、そして３１年度９件、必ずしも増加傾向にあるからということは言い切れな

いとは思います。そういうタイミング、様々な条件があって、９件ということになって

おるというふうには理解いたしておりますけども、この三世代同居・近居ということで、

１つの家を建てられる中では、大きな額ではないかも分かりませんけども、こういった

部分があることによって、よかったというふうなお声をいただいている申請者もござい

ますので、一定、効果はあったものというふうには理解をしております。 

 そして、今後も全国自治体、人口減少、高齢化、もう全ての自治体が同じようなペー

スではないにしろ、今後、進んでいくという中で、いかに人口減少のスピードを抑えて

いくかというような部分が大きくなってこようかと思います。こういった部分で、今後、

さらにこういった部分も含めて、制度自体も充実といいますか、近隣自治体を含めて、

検討、検証してまいりたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。 

○阪口委員 人口減少は避けられない面はあると思うんですけども、やっぱり住みやすい

町というか、そういう中で、住んでいただける方も増えてくるというふうに思いますし、

今回は三世代同居のほうは増えたけど、新婚生活のほうはゼロになってしまったんです

けど、それも含めて、太子町自体が住みやすい町というか、子育てしやすく、それで高

齢者にも優しいまちづくりというのか、窓口というか、きっかけしては、こういう企画

事業はいいわけですけれども、総合的に住みやすい町ということで理解していかんとあ

かんというふうに思うんですけども、その辺も含めて、どうお考えでしょうか。 

○奥埜総務政策課長 先ほども申し上げました、全国全ての自治体が今後、人口減少、超

高齢化の社会というような状況になってまいります。２０４０年問題、様々な問題がご

ざいます。そういった中で、本町においてもう既に人口減少という状況が生まれておる

ところでございます。そういった中で、第５次総計、そういった中で、住民の方が望ん

でおられました日常生活が変えるような点も、また公共交通の充実、そういった部分が

望まれているところであり、転出していかれる方の、そういった部分が改善されないか

というような部分でのアンケート結果があらゆる調査の中で出ております。 
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 こういった部分で太子西条地区を含めて、そういった商業施設の誘致、それと公共交

通の充実、そういった部分が相対的に交わりながら、住民の方の転出抑制、定住促進、

そして人口減少を止めるところまではいかないにしても、抑制になるような定住促進等

と、結果的に自然増、社会増と自然増がうまく合わさるような形で、人口の減少がいか

に抑えられるかというような部分で、町政のほうを進めていければというふうに思って

おります。 

 以上です。 

○阪口委員 ぜひお願いします。やっぱり、減少するのはどこともなんですけど、しかし

日本の中で見れば、人口を増やしている町もあるわけですから、そういう意味でいうた

ら、本当に住みよいまちづくりを進めていくことがそういう部分につながってくると思

いますので、引き続き、我々も含めですけど、まちづくりには努力していただきたいと

いうふうに思います。 

○本委員長 よろしいですか。 

○阪口委員 はい。 

○西田委員 組織のことがありましたけれども、ちょっとお尋ねします。今日もこうやっ

て質問したら、部長が総務部長でお答えになったり、財政課長でお答えになったり、本

当大変だと思うんです。それが１０月の機構改革で解消されるかなと思っていたんです

けど、もう少し時間を欲しいということをお聞きしました。本当機構改革は、職員さん

の声一人ひとり聞いて、それは１００％にはならないかもしれませんが、それに近い機

構改革を皆さんで考えていただけたらと思うんですけれども、でも、やっぱり兼務状態

がいつまでも続くというのはいかがなものかなと思うんですが、それは大幅な機構改革

前に解消する予定で今進めているんでしょうか。 

○小角総務部長 機構改革についてなんですけれども、確かに４部長兼務の状態で無理を

お願いしているところもございます。ただ、人員配置の関係ですとか、いろいろござい

まして、ちょっと機構改革の前に課長、４部長を兼務しているところについて、今、課

長をというふうに関しては、現在のところ考えておりません。ただ、１０月に新規採用

者等数名入ってくる予定にしております。その辺につきまして、適切に配置し、あと課

長補佐等いない担当課のほうもございます。それにつきましては、適切に対応していき

たいというふうに考えております。 

 以上でございます。 
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○西田委員 町長、そこら辺は、やっぱり町長のリーダーシップが要ると思うんです。い

つまでにというのがいま一つ分からなくて、ちょっとどうなるんだろう。うわさであっ

たら、年明けかしら。でも、年明けでも３月議会を待つので、なら、４月まで待たなあ

かんのかなと。遅くても４月なのかなと思っているんですけれども、全て遅くともなの

か、それまでには機構改革をしますなのか、ちょっと町長の判断をお聞かせください。 

○田中町長 所信表明で申し上げたのは、秋頃をめどにということで申し上げていたんで

すけども、現況のコロナ禍とか、そういったこともございまして、当初想定しておった

時期にはちょっと難しい状況になってきたなということでございます。ただし、機構改

革はやっていかなければならないということで考えております。ですから、なるべく早

い時期に、今、そういったことを行って、事業とか人員の配置、それからまた職員のや

る気とかを考えながら、やっていきたいとは思っています。ですから、時期的なことで

いいますと、なるべく早くというところなんですけども、遅くとも４月にはさせていた

だかなあかんなとは思っています、私の雰囲気としては。 

○西田委員 それが遅くともというようなざくっとした答えなんだと。それが１月であっ

たら１月とか、言えるときが来ましたら、またはっきり聞かせていただけたらと思いま

す。 

 それと、今日というか、今回の９月議会は開会挨拶はいろいろ述べられた後、ここに

入る前に、第５次総合計画の柱に沿って、それぞれ３１年度の予算はそれで立てている

ので、それで町長は述べられたわけですけれども、新町長になられての所信表明の柱は

えらく変わっているなと思っていたんです。これは次の予算のときにはこの柱に沿って、

一応第５次総合計画、大きな柱を見直しするつもりはないけど、中をいろいろ見直さな

あかんところは見直すという話で、今、私ども委員で入っているんですが、その柱は引

継いでいくんですか。ここは変わっていくんですか。 

○田中町長 前の委員会でもお答えさせていただいたんですけども、町長が替わるからこ

ろころ替わるというものでももちろんないですし、ですから、審議会でしっかりと作成

していただいている部分ですので、それは町長が替わっても出ている。当然、尊重しな

がら、進めていかなければならないというふうに考えております。 

○本委員長 ほかに。 

○中村委員 先ほど来、財政に云々ということで、十分議論も出ておるんですけれども、

自主財源ということが、やっぱり叫ばれている中で、聖和台の開発、既にもう３０年近
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くになって、それでもまだ３分の２が開発された状態、また３分の１はまだ残っている。

その中において、その空き地になっている部分の税がどうなっているか、宅地並み課税

を与えているのか、それともブドウ１本を植えて、山林として置いてあるのか、そうい

った比率を計算されたことがありますかということと、やはり聖和台という良好な住宅

地をいつまでも歯抜けの状態にやっていけば、町の財政の本当に無駄な部分だろうと思

います。これを開発するというのになると、やはり宅地並み課税をしっかりと与えれば、

お持ちの方も税金に取られるぐらいであったら、やっぱり家のほうに移ったほうがいい

だろうというふうな方向性をつけられるかどうか。そして、当然ながら、宅地に変わっ

ていけば、税につながっていくし、人口の増というところも向いていく。そういったこ

とで、前回、総計もありましたけど、私も出ましたけども、そういったところの話は出

ていないし、町側の考え方というのもいかがなものかなということもありますし、これ

は吉村町長、浅野町長、というところを並べてみると、３代にわたって、この開発とい

うのはかかっているわけでして、そういったことで、やっぱり町の全体を見回して、開

発をかけられるところは開発をかけて、雇用の場、また、税収の問題、早々、そこらの

ところを一度税の問題ということが、税収の問題が出ている以上は一度そこらのところ

をお聞かせ願いたいですけど。 

○小角総務部長 聖和台地区の農地のところについては、もともと開発する前に所有者が

農地としてお持ちであったところを農地としてそのままお借りしているということで、

農地で課税されているというのが現状でございます。 

 それにつきまして、どういった形で宅地課税にすることが適切なのかどうなのかとい

うのは、ちょっと宅地の課税にされれば、確かに税金として上がりますから、その当時

の条件等があったかと思います。その辺、ちょっとまだ確認不足で申し訳ないです。そ

の辺も確認しながら、対応といいますか、どのようにしていけばいいのかというのをま

た検討したいとは思います。 

 あと、開発等、収入を得るためには、事業者の開発等というのは必要になってくるか

な。それにつきましては、財政を潤す面というのは普通にある。ただ、あくまでも開発

につきましては、土地所有者さん、地権者さんのお考えの下、１軒のご家庭では多分無

理です。何軒か集まって、その地域の皆様の意向のほうが重要になってくるというふう

に考えております。その辺はもしそういう開発、総合計画であったり、都市計画マスタ

ープランだったり、その開発できる区域という、またできるものというのをまた決まっ
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ているところもございますが、その辺の開発をやりたいということであれば、ご相談い

ただければ、適切に対応して、ご相談に乗っていくような形でやらせていただきたいと

いうふうに考えております。 

 以上です。 

○中村委員 いえ、ですから、すぐに答えというのはもちろん出ないと思うんですけども、

やはり宅地並み課税と農地ということの差は今現在、分かりますか、どれだけ差がある

か。 

○林税務課長 今、聖和台地区の宅地課税と農地課税の税額の問題でご質問いただいてお

りますが、今現在、１５０筆ほどが農地課税、ブドウ、ミカン等を栽培されているとこ

ろについての課税ですけども、平均で１筆当たり５万円程度の税額はもう既にかかって

いるような状況になっております。開発当時に、平成２年に分譲された当時は、以前の

農地課税ですね。調整区域の課税ベースを基にして、相当低い税額が続いたということ

ですが、ある年代であまりにも極端な差があるということで見直しをかけまして、その

後、徐々に平均の土地の時価になるというような形で徐々に上がっていって、今、既に

５万円程度ということになっておりますので、結構、農地されている方でも４区画ほど

の農地栽培であれば２０万円等の税がかかっておりますので、決して低い税額とは言え

ないとは考えています。 

 以上です。 

○中村委員 やはり、税金そのもので云々というよりも、やはり町は町として開発をかけ

られる状態、そこに家を求めて、太子に来られる方、そういったことがつながるという

のが一番いいことだろうと思っています。ですから、やはりこれ、本当にコロナによっ

て世界が変わった、これからの税収は本当に見えないというのは本当どこでも一緒だと

思います。ですから、やはり今からすぐにでもそういう税の税収ということに対しては、

町を挙げて取り組んでいかないと、口を開けておったって、物を入れてくれないという

時代が来ると思います。それだから、早急にこういった形の計画等々も含めて、総計も

含めて、税に対するというか、いわゆる依存財源に頼らず、自主財源で何とかその比率

を上げたいということを早いうちから手を打っていただきたいということを思いますの

で、その点もひとつよろしくお願いいたします。 

 これで終わります。 

○本委員長 よろしいですか。 
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 ほかにございませんか。 

○村井委員 今のちょっと中村委員の質問の関連なんですけど、これ、決算書の１７７頁

の土地の明細のところの宅地のその他町有地という固定資産のこれは町が所有している

聖和台の宅地として解釈してよろしいんでしょうか。 

○林会計管理者 会計管理のほうでいきますと、宅地地目になっているところで、聖和台

地区ほかのやつで宅地になっているところもございますので、ここも含めて、今、明細

のほうはちょっと持ち合わせておりませんけど。 

○村井委員 そしたら、この１千４５０平米、４６５坪ですね、全部入れたら。そのうち

の聖和台の町が所有している宅地があるかと思うんですけど、そこは、私もちょっと明

確な場所とか、どれくらいの面積があるのか分からないんですけど、その辺、教えても

らえませんか。 

○小角財政課長 すみません。聖和台地区につきましては、これはちょっと詳しくはまた

確認してご報告させていただきます。ただ、東谷池の付近に数筆、あと、例えば聖和台

地区でいきますと、プロパン小屋が建っているところ、あと中央線部分があるかなとは

思うんですけど、申し訳ないです、ちょっとその辺、再度確認して、またご報告させて

いただきます。 

○村井委員 それは公有地、行政が所有している土地なので、後、何かどういうふうにし

ようかという計画は立てておられるんですか。 

○小角財政課長 すみません。聖和台地区で今５区画ございます。財源確保の観点からい

いますと、財産の売払い、それによって収入を確保するというのも今１つの手法かなと

いうふうに考えております。その辺、ちょっと今後勉強して、対応していきたいという

ふうに考えております。 

 以上です。 

○村井委員 やっぱり、公共が公有地として所有する場合は、やっぱり何らかの計画を立

てて、後の活用方法を立てていくというのが大事だと思うんです。その中で、決まって

なかったわけですね。先ほど、中村委員の質問の中で自主財源の確保というところで、

やっぱりそういう所有物件の売却、それと農地のところの宅地化を進めるとか、住民さ

んには宅地化を進めて、太子町は宅地だけど、空き地のままで持っているというのがあ

ったら、事業の進め方として、整合性が問われるところもあるかと思うので、そういう

ところも検討していかなあかんと私は思うんですわ。もう一回、総務部長、お願いしま
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す。 

○小角総務部長 町の宅地等、販売できるような部分につきましては、今後、その財政の

収入の部分で、やっぱりそういった形で、売買できるような形を取っていくような方法

を考えて、近隣の市町村であっても、そういう売買はされているところもございますの

で、その辺を確認しながら、前向きに検討していきたいというふうに考えております。 

○村井委員 ひとつ売却という手段とこれから計画の中で太子町も、やっぱりいろいろ土

地のことで買収にお願いしに行かないかん話もあるでしょうし、そういうところで売却

とまた換地という利用の仕方もあるかと思うんです。聖和台も宅地で、やっぱりそうい

うふうな優良な住宅地となれば、その土地価格以上にそういう魅力のあるところなので、

またそういう換地としても、また活用できるのではないかというところのことをひとつ

視野に入れて、また計画を立ててもらいますよう、またお願いしておきます。 

○本委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○本委員長 ないようでございますので、総務部関係についての質疑を終わります。 

 ここで暫時休憩といたします。再開は１４時１０分といたします。 

午後 １時５３分 休 憩 

                                        

午後 ２時１０分 再 開 

○本委員長 それでは、再開いたします。 

 健康福祉部関係についての説明を求めます。 

○子安健康福祉部長 それでは、健康福祉部福祉課、高齢介護課、保険医療課、子育て支

援課、健康増進課に関連する歳出の方から、事業別区分の決算額の大きいものを中心に

ご説明を申し上げます。 

 それでは、まず歳出でございます。 

 ７８、７９頁をお願いいたします。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、２目社会福祉総務費、支出済額１億７千３２８万１千

６２円。 

 恐れ入ります、次の頁をお願いいたします。 

 事業別区分の社会福祉管理事業４千４９６万６千６０１円は、主に太子町社会福祉協

議会への法人運営や地域福祉推進のための各種事業等に係る補助金３千９４４万５千６
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００円、また、内部組織の共同設置として運営をいたしております福祉分野に係る南河

内広域行政共同処理事業負担金４９６万６千円などでございます。 

 次の、民生委員等事業７６万７千５４円は、本町の民生委員、児童委員、保護司会や

更生保護女性会の活動に係る経費でございます。なお、民生委員、児童委員の定数は地

区担当２９人、主任児童委員２人となっておりますが、現在、地区担当で欠員が３人と

なっています。なお、保護司は５人でございます。 

 次に、地域福祉援護事業の２１万６千円は、知的・精神障がい者などの財産管理や介

護施設への入退所などの契約及び遺産等法律行為を自分で行うことが困難な方を保護、

支援する成年後見制度に係る経費で、平成３１年度は施設入所者１人の費用助成として

２１万６千円を支出いたしております。 

 地域福祉コーディネーター配置事業２５６万４千２３１円は、平成２８年度から非常

勤嘱託員として配置しています地域福祉コーディネーター１名に係る経費で、地域にお

ける生活困窮者や障がい者などの要援護者が、住み慣れた地域で孤立することなく安心

して暮らすことができるよう、社会福祉士を活用することで、課題の解決や適正な福祉

サービスの導入につなげております。 

 実績といたしまして、既存の公的サービスとの協働や各種福祉サービスの利用申請支

援など、合わせて５４件、また、個別の相談支援では１０５件の相談を行いました。な

お、相談種別で累計いたしますと、延べ３１９件の相談支援を行っております。 

 包括的支援体制構築事業１千１８４万１千５６０円は、次の頁をお願いいたします。

８２、８３頁でございます。 

 地域力強化推進事業では、住民相互のいわゆる共助に係る基調講演を皮切りに、住民

主体の支え合いマップ作りに係るワークショップを開催いたしました。また、相談支援

包括化推進委員配置事業では、育児、介護、障がい、貧困など、世帯全体の複合的、複

雑化したニーズに対し、包括的に受け止めるため、専門員を配置し、課題解決のため、

相談支援包括化推進会議を開催しているところでございます。 

 なお、これらの事業につきましては、社会福祉協議会に委託いたしております。 

 次に、過誤納還付事務事業４２２万３千２２８円は、事業費の確定などに伴う前年度

や過年度の国・府支出金等の精算に伴う還付金となってございます。 

 ２目障害福祉費、支出済額３億５千９６８万４千６４５円、事業別区分の障がい福祉

管理事業４２万６千７６４円のうち、障がい者ふれあいスポーツ大会運営委託料１２万
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７６０円は、毎年秋に町内５つの障がい者団体により、町立総合体育館で開催されてお

り、３１年度は１５０人の参加者がございました。 

 また、障がい者緊急一時保護居室確保事業委託料２６万４千２０４円は、障がい者に

対する虐待が発生した場合の一時避難場所として居室を南河内６市町村で確保するため

に係る費用で、平成３１年度の本町の利用実績はございませんでした。 

 次、心身障がい者（児）事業６２０万７千６８２円、８節報償費の心身障がい者等給

付金５３９万９千５００円は、身体障がい・精神障がいや療育で手帳をお持ちの在宅の

方６１７人に対して給付を行ったものでございます。 

 ２０節扶助費の身体障がい者手帳診断料助成金３３万８千６０円は、身体障害者手帳

交付申請のために要した診断料を助成するもので、助成件数は延べ５３件でございます。 

 次に、障がい児通所支援給付事業６千６６９万１５９円のうち、２０節扶助費の障が

い児通所等給付費６千６５８万８千７６円は、小学校就学前の児童の発達支援事業と就

学後の児童の放課後等デイサービス事業の利用に対する給付事業で、利用者数は５６人、

年間利用述べ人数では４６４人の利用実績となってございます。 

 次に、障がい者自立支援給付等事業２億７千４１５万５千１８８円は、１３節委託料

の、次の頁、８４、８５頁をお願いいたします。 

 右上、一番上です。基幹相談支援センター委託料１９７万円及び障がい者相談支援事

業委託料３２１万４千円は、障がい者が自立し、安心して暮らせるよう事業所に相談支

援事業などを委託しており、１０７名の実績がございました。 

 また、在宅入浴サービス事業委託料１１４万は、１人の方の利用実績でございます。 

 １４節使用料及び賃借料の重度障がい者リフト付タクシー利用料２１万９千８６０円

は、１６人の利用実績となってございます。 

 ２０節扶助費の障がい者（児）日常生活用具給付・貸与費４１６万３４８円は、障が

いのある方が在宅で生活するのに必要な用具の購入について助成する事業となっており、

８１件の実績がございます。 

 障がい者（児）補装具給付費５４５万３千１１４円は、障がい者等の日常生活がより

円滑に行われるための用具を給付、または貸与する事業で、３７件の実績となっており

ます。 

 介護給付・訓練等給付２億４千５２２万３千６３３円は、障がい者が自立して安心し

て暮らせるよう、居宅介護、共同生活援助や生活介護等のサービスを提供する事業で、
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介護給付で６０人、訓練等給付で５９人の利用がございました。 

 次、移動支援給付費９２６万９千円は、屋外で移動が困難な障がいがある人の外出の

ための支援を行う事業で、３１人の利用がございました。 

 日中一時支援給付費１６４万６千７７７円は、日中における活動の場の確保及び親の

就労支援や家族の一時的な休息などを支援する事業で、９人の利用がございました。 

 次の、自立支援医療給付事業１千２２０万４千８５２円、２０節扶助費の更生医療給

付費７７０万４千４２４円は、身体障がい者でその障がいを除去、軽減する手術等の治

療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される、更生のための医療費の給

付を行うもので、１８人に支給いたしております。 

 また、育成医療給付費の４４７万５千２３７円は、障がい児に対して、更生医療と同

様、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の給付を行うもので、４人の方に支

給いたしております。 

 続きまして、３目老人福祉費、支出済額１千７４０万９千１３８円、事業別区分の介

護保険施設整備事業１２５万円は、地域密着型介護老人福祉施設、ふくの音の整備に係

る借入金利子に対し、平成２８年度から令和７年度までの１０年間を助成期間としてお

ります。 

 在宅高齢者支援事業４６万５千４６０円、１３節委託料の緊急通報装置賃借委託料で

一人暮らしの高齢者及び高齢者世帯を対象とし、緊急時に迅速な対応を図るためのもの

で、４２人の方が利用されておられます。 

 高齢者介護予防拠点づくり事業４７３万５千２７２円は、グラウンドゴルフ等多目的

交流広場、愛称、いきいき交流広場の維持管理経費で、主に熱中症対策など、利用環境

の改善のための日よけ５か所の設置に係る工事費用となっております。 

 次、老人ホーム入所費２１７万５千５９０円、６５歳以上の高齢者で心身の状況、そ

の他置かれている環境の状況、また、経済的理由を総合的に勘案して、在宅で日常生活

を営むことが困難な人に対する養護老人ホーム入所措置費で、対象者は１人となってお

ります。 

 次の頁、８６、８７頁をお願いいたします。 

 敬老祝い事業２３万２千８５３円、これは主に金婚式記念品代及び敬老祝い金で、金

婚式の対象者は１２組、敬老祝い金は１００歳の方が対象で、２名ございました。なお、

平成３１年度より和光会が主催となり、これまで行っていた敬老会は敬老のつどいとし
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て、和光会の主催で町内５地区の集会所で開催し、金婚式及び催物などを行いました。

平成３１年度につきましては、２７０名の方にご参加いただいております。 

 老人クラブ活動等社会活動促進事業１０２万７千円は、老人クラブ和光会への活動助

成となってございます。 

 社会福祉法人等による利用者負担額助成事業８千円は、低所得で生計が困難であると

認定した要介護者に、社会福祉法人等がサービス利用に係る利用者負担の一部を軽減し

た場合に、社会福祉法人等に対し助成するもので、１施設に対する助成となっておりま

す。 

 次の外出支援事業７５１万４千９６３円は、町内の６５歳以上を対象とした予約型乗

合ワゴンの試行運行に係る経費で、主に予約受付担当のアルバイト賃金や車両運行業務

の委託料でございます。１６２人の方にご利用いただき、平成３１年度は年間で延べ７

千８６３人、１日平均で延べ３９人の利用がございました。 

 続きまして、４目老人医療助成費、支出済額３１７万９千２２９円、これは平成３０

年度に行われた福祉医療費助成制度の再構築により経過措置の対象となった６５歳以上

で一定以上の障がい等のある方に対し、医療費の自己負担の一部を助成するもので、経

過措置対象者は平成３１年３月末現在で３８人となっております。 

 次、５目重度障がい者医療助成費、支出済額２千７２７万２千１４８円、次の頁でご

ざいます。８８、８９頁をお願いします。 

 これは１級または２級の身体障害者手帳をお持ちの方など、重度の障がいがある方の

医療費の自己負担に対して助成するもので、年間の平均で２３０人の対象者の方に対す

る助成費となっております。 

 次、６目ひとり親家庭医療助成費、支出済額９０２万１千７７２円、これはひとり親

家庭で１８歳に到達した年の年度末までの児童と親、または養育者の方に対する医療費

の自己負担に対して助成するもので、親と子合わせて年間の平均で２８５人の対象者に

対する助成費などでございます。 

 次、７目子ども医療助成費、支出済額３千６４２万８千１５７円、これは中学校卒業

までの子どもの入院及び通院に係る医療費の自己負担に対して助成するもので、平成３

１年４月１日現在の対象者は、就学前の乳幼児が５０６人、小学生が５５６人、中学生

が４６２人の計１千５２４人で、これらの対象者に対する助成費となっております。 

 次、８目未熟児療育医療給付費、支出済額１１万５千４７９円、これは出生時の体重
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が２千グラム以下であるなどの未熟児を対象として、正常な新生児の機能を有するまで

の指定養育医療機関への入院治療費に対して給付を行うもので、乳児１人に対する給付

費でございます。 

 次に、９目国民年金総務費、支出済額１千８２７万９千１１４円、次の頁、９０、９

１頁をお願いいたします。 

 事業別区分の国民年金事業７万８千３０８円は、年金に係る事務のうち、法定受託事

務等の市町村が行う年金事務に要した経費となっております。 

 １０目国民健康保険費、支出済額１億４千２７９万７千５９円、事業別区分別の国民

健康保険特別会計繰出金事業１億６０２万３千８７７円は、国民健康保険特別会計への

繰出金で、保険基盤安定繰出金のほか、その他一般会計繰出金として集団健診の際の国

保被保険者のがん検診経費や町独自減免に対する繰出金に加え、福祉医療費助成制度に

係る国庫負担金減額相当分の繰出金となっております。 

 次に、１１目介護保険費、支出済額２億１千４４０万４千８０５円、次の頁をお願い

いたします。 

 事業別区分の介護保険特別会計繰出金事業１億７千６０６万９千７４８円は、介護保

険特別会計への繰出金で、介護給付費、地域支援事業、事務費や認定審査会共同設置に

対する繰出金となっております。また、低所得者保険料軽減繰出金は、１号被保険者の

保険料のうち、第１段階の方の負担が国の制度で軽減されることに伴うものでございま

す。 

 サービス事業５００万４千７２円は、地域包括支援センターが事業所として実施する

介護サービス事業で、主にケアマネジャーの非常勤嘱託賃金や要支援１、２の認定を受

けた方などのケアプランの作成に係る介護予防支援負担金となっております。要支援の

方を対象とする介護予防支援の作成件数は５２２件で、総合事業対象者に対する介護予

防ケアマネジメントの作成件数は２０７件となってございます。 

 １２目総合福祉センター管理費、支出済額１千８０２万１千３３３円は、指定管理委

託料で総合福祉センターの維持管理に係る経費で、太子町社会福祉協議会に指定管理と

して委託を行っております。業務内容は、施設や設備の維持管理に関することや利用者

の生活等の相談支援、送迎バスの運行やセンターの管理、浴場の運営などとなっており

ます。総合福祉センターの年間利用者は延べ２万１千７８３人、１日平均９８.５人と

なっております。また、浴場が月、火、木、金の週４日で、年間の利用者は延べ６千１
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６９人、１日平均で３５.７人となっております。送迎バスの運行も週４日で、１日平

均５０.４人の利用がございました。 

 １３目後期高齢者医療費、支出済額１億８千３３万４千１２０円、これは後期高齢者

医療に係る経費で、１９節の負担金補助及び交付金１億４千４９５万７千３８７円は、

大阪府後期高齢者医療広域連合へ支出するもので、後期高齢者医療費制度の医療給付費

等に係る定率負担金や広域連合への事務費負担金となっております。 

 ２８節の繰出金３千５３７万６千７３３円は、後期高齢者医療特別会計へ繰り出すも

ので、事務費等繰出金や保険基盤安定繰出金の保険料軽減分でございます。 

 続きまして、２項児童福祉費、１目児童措置費、支出済額１億９千８４７万４千５３

３円、次の頁をお願いいたします。９４、９５頁でございます。 

 児童手当給付事業として、児童手当の給付に係る経費で、対象は中学校卒業までの児

童を養育している養育者に対して支給されます。支給対象者の実績は、延べ人数といた

しまして１万８千２０９人、月平均で１千５１７人となっております。 

 ２目児童運営費、支出済額３億２千４３７万８千４１円は、保育所運営事業といたし

まして、保育所に係る経費となっておりますが、１３節委託料の保育料徴収委託料３６

万円は、やわらぎ・松の木保育園、広域入所に対する保育料徴収に係る委託料、また１

９節負担金補助及び交付金の３億２千２９万１千３１４円は、やわらぎ・松の木両保育

園、やわらぎ幼稚園への各種補助金、令和元年１０月から幼児教育・保育無償化に伴い

新設された認可外保育施設県を利用する保護者への子育てのための施設等利用給付費６

４万１千２００円などでございます。また、保育環境改善等事業補助金１５０万円は、

新型コロナウイルス感染症対策として１施設５０万円を限度に空気清浄機等の購入に対

する補助金で、全額が国庫で措置されております。なお、平成３１年度末の児童数は、

やわらぎ保育園が９８人、松の木保育園が１１１人、やわらぎ幼稚園が７６人、広域入

所児童は７人で、合計２９２人となっております。 

 次に、３目放課後児童会費、支出済額３千５５８万９千８４５円、これは放課後児童

会の運営に係る経費で、主に嘱託員２人、支援員及び補助員１７人の賃金と施設の維持

管理経費となってございます。クラス編成でございますが、磯長教室は４クラスで児童

数が１２６人、山田教室は１クラスで児童数が３８人でございます。また、待機児童は

発生してございません。 

 次の頁、９６、９７頁をお願いいたします。 
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 １５節工事請負費３４５万１千６８０円は、磯長放課後児童会の耐震対策工事として

落下防止ネットの設置、両児童会にガラスへの飛散防止フィルムの貼付に係る経費とな

ってございます。 

 また、１８節備品購入費の８万８千７１０円は、図書の購入及び軽量ラックの購入の

費用でございます。 

 次、４目児童福祉費、支出済額６千９５６万８千４５７円、事業別区分の子ども子育

て支援事業４千１３７万８千５３８円は、子ども・子育て会議の開催経費のほか、おひ

さま広場、１歳６か月児フォロー教室などの実施に伴う保育士などの非常勤嘱託員に係

る経費でございます。 

 また、１３節委託料のうち、子育て支援センター事業委託料の８１５万２千円は、や

わらぎ幼稚園に運営を委託している経費、子育て関連支援事業委託料の４６３万８千８

８６円は、子どもの貧困対策として対象となる子どもの世帯への生活支援事業で、７世

帯に対して支援を実施いたしております。 

 次の頁をお願いいたします。９８、９９頁でございます。 

 子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料２２６万８千円は、令和２年度から令和

６年度までの子育て家庭における妊娠・出産期から切れ目のない支援を行い、地域ぐる

みで子どもを見守り、育てていく環境を整備するため、子ども・子育て支援事業計画を

策定いたしました。入学祝い品業務委託料１９５万９千８８８円は、小中学校の入学生

に図書カードを贈呈するもので、対象児童数は２２０人でございます。 

 １９節負担金補助及び交付金の多子世帯保育料等助成金１千４７１万９千１２０円は、

平成２８年度からの事業となっており、国制度を拡充する町の単独施策として、第２子

半額、第３子無料の多子世帯保育料等助成金で、対象児童は１１６人となっております。

また、副食費補助金４７２万１千２８０円は、１０月から実施の幼児教育・保育無償化

において町独自の副食費に対する助成で、助成対象児童数は延べ１千１２４人でした。 

 児童虐待防止事業５４７万１千５７５円、７節の賃金４５３万１千４０９円は、児童

虐待防止対策事業に係る非常勤嘱託員の社会福祉士及びアルバイト職員に係る経費、ま

た８節報償費の１６万８千７５０円は、児童虐待スーパーバイザーに対する報償費で、

年間延べ１８日の活動に係る経費となってございます。 

 発達障がい児等療育事業４８５万１千６６円、１３節委託料のうち、障がい児療育等

支援事業委託料６０万円は、発達面で遅れのある児童を対象とした５人程度の小クラス
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の教室で、太子町、河南町、千早赤阪村の３町村で共同実施しており、太子町からは５

組のご利用がございました。 

 １９節負担金補助及び交付金の心身障がい児通園施設補助金４０１万６千４８０円は、

聖徳園に対する運営補助金で、通園児数は７人でございます。 

 保育所等巡回支援・児童個別支援事業１千３８万４千２００円は、町内の保育所、幼

稚園、小中学校に臨床心理士等が巡回し、教員等に児童との関わりについて助言を行う

事業で、専門職である保育士１人、臨床心理士２人、作業療法士１人、言語聴覚士２人

の賃金のほか、次の頁をお願いいたします。１００、１０１頁でございます。 

 １８節の備品購入費２万５千６８２円は、教室用の収納ラックの購入経費となってご

ざいます。 

 次、過誤納還付事務事業７３１万３千３３５円は、事業費の確定などに伴う前年度や

過年度の国・府支出金等の精算に伴う還付金でございます。 

 続いて、４款衛生費でございます。 

 １項保健衛生費、１目保健衛生総務費、支出済額７千３６７万９千９６円、事業別区

分の保健衛生管理事業２千７１１万９６円は、保健センターの事務関連経費や広域で行

っている事業に係る負担金などの経費でございます。 

 ７節賃金７６１万５千７５１円は、専門職である保健師１人、管理栄養士１人のほか、

アルバイト職員２人の賃金でございます。 

 次の頁をお願いいたします。１０２、１０３頁でございます。 

 １９節負担金補助及び交付金１千７２１万５千６４５円のうち、小児救急医療事業負

担金１千２９７万２千５７円は、南河内地域の３市２町１村が共同実施しています小児

救急医療事業の運営負担金で、診療実績といたしましては、昨年度１年間の受診者全体

では延べ８千３５２人、このうち太子町の方は２８９人となってございます。 

 南河内圏域障がい児者歯科診療事業負担金３９万４千９４８円は、南河内の６市２町

１村で共同運営しており、平成３１年度の診療日数は５０日でございます。受診者数は、

初診で９人、再診は延べ７４３人でございます。このうち太子町の方は、初診でゼロ人、

再診で２０人となっております。 

 一番下の富田林休日診療所運営負担金２５０万３千５３９円は、本町及び富田林市、

河南町、千早赤阪村で共同実施している休日診療所の負担金でございます。診療実績は、

平成３１年度の診療日数で７６日、受診者全体で２千７９５人、このうち太子町が１４



－５９－ 

１人となっております。そのほか、各種団体への負担金、補助金等の支出となっており

ます。 

 次、市町村健康対策推進事業２３万５千４１６円は、健康づくり推進会議や自殺予防

対策関係の経費でございます。 

 １節報酬の１０万５千円は、健康づくり推進会議委員及び自殺対策計画委員に対する

ものでございます。 

 ８節報償費の１０万５千円は、自殺予防に関連する報償費で、年６回のこころほぐし

の会と町の自殺対策庁内連絡会で職員の自殺予防に対する意識を高めるため、外部講師

を招いて研修会を実施した講師謝礼などとなっております。 

 次に、保健センター維持管理事業２４７万６３６円は、保健センターの維持管理に係

る経費となってございます。 

 その下、健康増進計画・食育基本計画策定事業２８３万２千５００円は、令和３年３

月までの現計画の後継となる健康増進計画・食育基本計画を策定するため、基礎資料と

なるアンケート調査等の実施に係る委託料でございます。 

 次の頁をお願いいたします。１０４、１０５頁でございます。 

 ２目健康管理費、支出済額６千６７７万４３４円、事業別区分の予防事業３千１０２

万３千３８８円は、各種予防接種に係る経費となっております。 

 １３節委託料２千７６６万２千９１４円は、予防接種法に基づく乳幼児等予防接種や

インフルエンザ予防接種、肺炎球菌予防接種等に対する委託料で、延べ４千２７６人に

対する費用となってございます。 

 また、１９節負担金補助及び交付金２６８万５千９１０円は、任意の予防接種に対す

る助成費用で、対象者はおたふく風邪ワクチン接種者で１４９人、ロタウイルス予防接

種者で１８０人、高齢者への肺炎球菌ワクチン接種者で４０人、風疹予防接種者で１６

人となっております。 

 健康教育事業６７万６千７７３円は、聖徳市でのミニ健康展、ヘルシーライフ講座や

地区学習会等に係る経費となってございます。なお、地区学習会は、健康づくり推進委

員を中心に、参加しやすい休日や夜間を利用し、地区集会所や万葉ホールで開催いたし

ております。４地区で１２０名の参加がございました。 

 健康相談事業２５万４千５８０円は、健診の結果説明会等に係る経費で、延べ１千３

５０件の相談対応をいたしております。 
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 次の頁をお願いいたします。１０６、１０７頁でございます。 

 健康診査事業１千６２７万３千５０８円は、各種がん検診や４０歳以上の方を対象と

した特定健診時の追加項目に係る健診等などに係る経費となっております。 

 １３節委託料１千５５８万４千１３９円は、各種がん検診等の費用で、受診者はそれ

ぞれ、子宮頸がん検診５３４人、乳がん検診３９１人、胃がん検診４３９人、大腸がん

検診５２１人、肺がん検診３７６人、また、特定健診の追加項目健診が７１８人、骨密

度測定２５０人、成人歯科検診４８人となっております。 

 次、集団健診事業３１６万１千１３７円は、毎年８月下旬に行っておりますとくとく

健診に係る経費でございます。平成３１年度の開催期間は６日間で、受診者数は６４６

人でございました。 

 母子保健事業１千２５０万１千９０４円は、妊婦から出産後３歳６か月児までの妊婦

健診及び乳幼児健診等に係る経費でございます。 

 ７節賃金の１６万２千１８５円及び８節報償費の１８２万７千９８０円は、赤ちゃん

会、乳幼児健診、乳幼児訪問など、母子保健に係る看護師などの賃金や医師、歯科医師

の報償費でございます。 

 次の頁、１０８、１０９頁をお願いいたします。 

 右上、委託料の９７５万９千１５２円のうち、妊婦健康診査等委託料６８２万９千３

０９円及び１９節の負担金補助及び交付金の健康診査費助成金２０万２千４２４円は、

妊婦の定期健診に係る費用で、１人当たり公費負担限度額１４回分の１１万６千８４０

円を上限額とし、受診者１１１人、受診延べ回数は８６９回分となっております。委託

料に戻っていただきまして、乳幼児健康診査等委託料８６万６千１６６円は、生後１か

月から３歳６か月までの乳幼児の健診に係る経費でございます。妊婦歯科検診委託料１

６万７５２円は、母子健康手帳の交付を受けた妊婦が出産するまでの間に歯科検診を受

けていただくための経費で、受診実績としては２０名となっております。 

 次に、健康マイレージ事業１１２万８千３１４円は、本町の健康マイレージ事業たい

しくんスマイルに係る経費となっております。平成３１年のたいしくんスマイルの応募

総数は１千２１人となっております。また、磯長、山田両小学校の協力を得て実施いた

しました子どもマイレージでは、磯長、山田両小学校合わせて１４５人の参加がござい

ました。一方、協賛企業は３０社、ポイントの寄附対象団体は３５団体となっておりま

す。 
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 次、妊娠出産包括支援事業１７５万８３０円は、妊娠期から１歳半までの子育て期に

わたる母子保健に関する総合的な相談支援を行う経費で、８節報償費の１００万５千５

８４円は、ファーストベビー講座や赤ちゃん会の講師謝礼、また、出産祝い品６７名に

要した経費となっております。また、委託料４５万６千７８円は、妊産婦のケアのため

助産師を派遣する費用や育児サポート等のためのデイサービスやショートステイに係る

費用となっております。 

 恐れ入ります、頁を少し飛んでいただきまして、１５４、１５５頁をお願いいたしま

す。 

 ９款教育費、５項幼稚園費、１目幼稚園費、事業別区分の私立幼稚園等助成事業３千

９９９万１千１９７円は、町内私立幼稚園及び町内在住者に対する幼稚園教育の振興と

幼児教育における保護者負担の軽減を図るための事業に伴う経費となっております。 

 １９節負担金補助及び交付金の施設型給付負担金３千３００万１９５円は、園運営の

健全化を図るための助成で、園児７１人分、また、一時預かり事業負担金の５９１万９

千円は、やわらぎ幼稚園に対する助成で、対象児童平均で４７人分、また、子育てのた

めの施設等利用給付費の７０万２千２８０円は、昨年１０月から始まりました幼児教

育・保育無償化に伴い新設されたもので、子ども・子育て支援新制度に移行していない

私立幼稚園を利用された保護者に対する給付となっており園児４名分でございます。ま

た、保育環境改善等事業補助金１２万２２円は、新型コロナウイルス感染症対策として

消毒液等の購入に対する補助金で、全額が国庫で措置されております。 

 ２０節扶助費の私立幼稚園就園奨励金２４万１００円は、町内在住の３人分となって

ございます。 

 事業別区分の預かり保育事業１６万４００円の子育てのための施設等利用給付費は、

昨年１０月から始まりました幼児教育・保育無償化に伴い、町立幼稚園の預かり保育を

利用した場合の自己負担に対する給付で、園児１２名分となっております。 

 歳出につきましては、以上でございます。 

 引き続き、歳入についてご説明を申し上げます。 

 恐れ入ります、２２頁、２３頁をお願いいたします。 

 頁下のほうになりますが、９款地方特例交付金、２項子ども・子育て支援臨時交付金、

１目子ども・子育て支援臨時交付金、収入済額１千２００万円、次の頁をお願いいたし

ます。２４、２５頁でございます。 
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 １節子ども・子育て支援臨時交付金は、令和元年度分の幼児教育・保育無償化に係る

地方負担分に対して交付されたものでございます。 

 次に、１２款分担金及び負担金、１項負担金、１目民生費負担金、収入済額４千１万

３千８５０円。 

 １節の社会福祉費負担金１千円は、未熟児養育医療の給付対象者１人に係る自己負担

金でございます。 

 ３節児童福祉費負担金４千１万２千８５０円は、保育所入所に伴う利用者負担金で、

２１８人分の保育料収入でございます。なお、滞納の繰越分１４万４千円は、３人分に

係る滞納となっております。 

 １３款使用料及び手数料、１項使用料、２目民生使用料、収入済額９５５万３千６５

７円。 

 １節放課後児童会使用料の９１４万９千３００円は、磯長、山田両小学校の児童数１

６４人分の使用料収入となってございます。また、滞納繰越分５万６千９００円は、４

人分に係るものとなっております。 

 ２節福祉センター使用料、収入済額４０万４千３５７円は、つばき作業所及び関電電

柱（１本分）に係る行政財産使用料でございます。 

 次の頁、２６、２７頁をお願いいたします。 

 ２項手数料でございます。２目民生手数料、収入済額３４２万９千８９５円。 

 １節介護予防支援手数料、収入済額３３５万９千８９５円は、介護予防プラン作成に

伴う手数料で、延べ７２９人分でございます。 

 ２節事業所指定等手数料、収入済額７万円は、通所介護事業所の指定に係る５件分の

手数料となっております。 

 次の頁、２８、２９頁をお願いいたします。 

 頁中ほどの１４款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金、収入済額４

億３千３５６万９千２３６円。 

 １節社会福祉費負担金、収入済額１億７千３３万１千８０６円は、主に更生医療、育

成医療及び未熟児養育医療給付費のほか、国保特会への繰出金に対する保険基盤安定負

担金、介護給付・訓練等給付費や障がい児通所事業給付費負担金などで、負担割合はい

ずれも事業費の２分の１となってございます。 

 ２節児童福祉費負担金、収入済額２億６千３２３万７千４３０円は、保育所入所委託
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費負担金１億２千６５４万３千４３１円及び児童手当負担金１億３千６６９万３千９９

９円で、負担割合は保育所委託費負担金で２分の１、児童手当負担金は、児童手当費総

額の約７０％が国庫負担分となっております。 

 次の頁、３０、３１頁をお願いいたします。 

 ２項国庫補助金、２目民生費国庫補助金、収入済額３千９４６万２千円。 

 １節社会福祉費補助金、収入済額１千４９７万９千円、地域生活支援事業費等補助金

５９７万９千円は、障がい者の自立支援に対する補助金となっております。また、生活

困窮者就労準備支援事業費等補助金９００万円は、歳出の包括的支援体制構築事業であ

る地域力強化推進事業と相談機関協働支援体制事業に対する補助金となっております。 

 ２節児童福祉費補助金、収入済額２千４４８万３千円、児童虐待・ＤＶ対策等総合支

援事業補助金の２７５万４千円は、児童虐待事業に対する補助金で、補助率は２分の１

となってございます。子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金１万５千円は、

人権保育研修会等負担金に対する補助金、地域子ども・子育て支援事業交付金１千８６

３万９千円は、放課後児童会事業等に対する補助金となっております。保育対策総合支

援事業費補助金１５９万円は、松の木保育園への保育強化事業対する補助金及びやわら

ぎ・松の木保育園に対する保育環境改善事業として、新型コロナウイルス感染症対策の

備品購入に対する補助金でございます。また、子ども・子育て支援事業費補助金１４８

万５千円は、就学前の障がい児発達支援の無償化に伴う電算プログラム変更委託料に対

する補助金でございます。 

 ３目衛生費国庫補助金、１節保健衛生費補助金、収入済額２３１万９千円のうち、疾

病予防対策事業費等補助金１０６万５千円は、各種がん検診の受診勧奨事業及び第５期

風疹予防接種に係る抗体検査等の費用に対する補助金となっております。また、妊婦出

産包括支援事業補助金１２５万４千円は、母子保健情報連携システムの改修に係る補助

のほか、妊産婦のケアやサポートのための訪問相談、デイサービスやショートステイ等

事業に対する補助金となっております。 

 次の頁、３２、３３頁をお願いいたします。 

 ３項国庫委託金、２目民生費国庫委託金、収入済額３２８万２千５５８円。 

 １節社会福祉費委託金、収入済額３２０万７千５６４円は、国民年金事務に対する委

託金となっております。 

 ２節児童福祉費委託金、収入済額７万４千９９４円は、特別児童扶養手当の支給事務
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に対する委託金でございます。 

 １５款府支出金、１項府負担金、１目民生費府負担金、収入済額２億４千３２９万１

千３２７円。 

 １節社会福祉費負担金、収入済額１億５千７０６万４千３９６円、これは主に国民健

康保険及び後期高齢者医療の保険基盤安定制度に係る保険料軽減分と保険者支援分に対

するもので、負担割合は保険料軽減分が４分の３、保険者支援分が４分の１となってお

ります。また、更生医療、育成医療及び未熟児養育医療給付費のほか、介護給付・訓練

等給付費や障がい児通所事業給付費などに対するもので、負担割合はいずれも事業費の

４分の１となってございます。 

 ２節児童福祉費負担金、収入済額８千６２２万６千９３１円。保育所入所委託費負担

金５千５３９万５千５９９円は、保育所の運営費に対するもので、負担割合は４分の１、

また、児童手当負担金３千８３万１千３３２円は、児童手当費総額の約１５％が府負担

分となっております。 

 ２項府補助金、２目民生費府補助金、収入済額１億１２９万４千６６３円。 

 １節社会福祉費補助金、収入済額２千１５２万３千２１１円は、主なものといたしま

して、次の頁をお願いいたします。３４、３５頁でございます。 

 上から２つ目の地域生活支援事業費等補助金２９８万９千円は、障がい者の自立支援

に対する補助金、また、その３つ下の地域福祉・高齢者福祉交付金１千４９０万５千円

は、社会福祉一般事業、地域福祉コーディネーター配置事業等が対象事業となっており

ます。その下の移譲事務交付金２８２万５千２７６円は、主に身体障害者手帳の交付等

に伴う権限移譲に係る事務交付金でございます。 

 ２節福祉医療費補助金、収入済額２千２４２万９４１円は、老人医療及び重度障がい

者医療、ひとり親家庭医療のほか、子ども医療のうち、就学前の乳幼児の公費負担事業

費に対するもので、補助率はそれぞれの医療費助成事業に対する２分の１となってござ

います。 

 ３節児童福祉費補助金、収入済額５千７３５万５１１円。地域子ども・子育て支援事

業交付金１千５６８万円は、延長保育事業、放課後児童健全育成事業等に対するもので、

補助率は３分の１、また、新子育て支援交付金の３千７０４万８千５１１円は、子ども

の貧困対策事業等に対するもので、優先配分枠として１０分の１０、成果配分枠として

予算補助により交付されたものでございます。保育対策総合支援事業補助金の３０万円
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は、松の木保育園への保育体制強化事業補助金に対するものとなっております。なお、

補助率は４分の１でございます。子ども・子育て支援事業費補助金４２１万７千円は、

幼児教育・保育無償化に伴う事務費及び電算システム改修委託料に対するものとなって

ございます。移譲事務交付金（子育て支援課）１０万５千円は、保育所管理に伴う権限

移譲事務に係る事務交付金となっております。 

 ３目衛生費府補助金、収入済額２５０万９千円。 

 １節保健衛生補助金、収入済額２４３万円。健康増進事業費補助金２２９万４千円は、

健康教育、健康相談、訪問事業等の健康増進事業に対するもので、補助率は３分の２で

ございます。自殺対策緊急強化事業補助金８万４千円は、自殺対策講演会やこころの相

談事業に対するもので、補助率は２分の１でございます。また、風しんワクチン等予防

接種補助金５万２千円は、妊婦の配偶者及び妊娠を希望される人とその配偶者への風疹

予防接種費用助成に対するもので、補助率は２分の１でございます。 

 少し飛んでいただきまして、次、４０、４１頁をお願いいたします。 

 頁中ほどの２０款諸収入でございます。３項雑入、１目雑入でございますが、健康福

祉部が所管いたしますものといたしましては、次の頁をお願いいたします。 

 上から２つ目でございます。総合福祉センター太陽光発電で売電料８千５４４円は、

関西電力の電気買取り料、その下、健康教育参加負担金の９００円は、食生活見直し教

室など、調理実習の食材に対する参加者からの負担金となっております。 

 笑顔いっぱいプロジェクト参加負担金１万４千５００円は、わくわく農園の参加者負

担金で、１世帯当たり５００円を徴収し、延べ２９世帯分で、苗や肥料などの経費に充

てております。 

 少し下がっていただきまして、後期高齢と福祉医療との高額療養費調整額返還金７４

万４千８４２円は、後期高齢者医療の高額療養費と老人、重度障がい者医療の一部負担

金助成費の調整に伴う返還金でございます。 

 さらに９つ下の南河内広域行政共同処理事業負担金精算返還金（福祉課）３６万９千

円は、南河内クリーンセンター内に３市２町１村で共同設置いたしております広域福祉

課に対する平成３０年度負担金の精算に伴う返還金となっております。 

 一番下の後期高齢者医療広域連合医療費適正化等推進事業費補助金１９５万６千２７

０円は、本町が行っている高齢者を対象とした保健事業に対する広域連合からの補助金

となっております。 
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 以上で、健康福祉部所管の歳入歳出の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○本委員長 ただいま、健康福祉部関係の歳入歳出について説明がありました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

○斧田委員 頁数でいえば、８１頁になるんですけれども、民生委員等の事業の関係のこ

とで、先ほどの説明では、定数に対して欠員のほうが３名出ているというふうなことな

んですけれども、委嘱期間というのは３年間あったんですけれども、この欠員状況を埋

められるような活動というんですか、事務局のほうではどういうふうに取り組まれてい

るか、教えてください。 

○松岡福祉課長 民生委員の定員の関係のご質問なんですけれども、民生委員につきまし

ては、昨年度１２月１日、一斉改選を行いました。その際３名、先ほど説明しましたよ

うに、いわき台、聖和台２丁目、西の３地区が欠員となりました。現在２８名が委嘱さ

れているんですけれども、そのうち、いわき台につきましては、種々、いろんな方向で

事務局からアプローチしながら、今のところ、また立候補の方が出てきておられます。

西につきましても、今、事務局、もしくは民生委員の役員の方と候補者のほうを選定さ

せていただいている 中で、ほぼ決まりそうな状況にございます。聖和台２丁目につき

ましては、福祉の関係も、業務を行っておられる方を通じて、どなたか適任の方がおら

れないか、今、調整させていただいているところでございます。 

 以上でございます。 

○斧田委員 ありがとうございます。予算的な部分では、あまり大きくは出ないにしまし

ても、本当に地域とつながるというんですか、民生委員さんのお力というのは、非常に

これからも頼らないといけない部分ではないかなというふうに思っていますので、事務

局のほうでよろしくお願いします。 

 それから、続きまして、８７頁の外出支援の事業についてちょっと。こちらほうなん

ですけれども、多分、以前にデマンドワゴンというんですか、たいしくん号で走ってい

た事業だと思うんですけれども、公共交通事業とともに、ここら辺の見直しもあり、今

まで利用者のほうも７千８６０人程度の利用があったというふうな中で、新しい形での

移行ができているかどうかちょっと教えていただけたらと思います。 

○武部高齢介護課長 今回、公共交通の再編ということで、今までありました外出支援、

乗合ワゴンが廃止されました。これは令和２年６月からサロン送迎というふうな形で、
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公共交通の利用が困難な方については、高齢介護課内にございました外出支援相談窓口

で利用先等、ヒアリング等を行いまして、先ほど私が言いましたサロン送迎、それと地

域支え合い型の訪問型サービスＤ等に振り分けを行いまして、利用状況に応じた移動サ

ービスを受けております。 

 以上です。 

○斧田委員 ありがとうございます。なかなか高齢者が自分で移動するといっても難しい

時代がまだまだこれからも続くと思いますが、よろしくお願いします。 

 それとまた、別の件なんですけれども、９９頁のところになりますが、児童虐待の関

係なんですけれども、こういう決算的なものではなくて、実際に仕事をやられている中

で、１年間での通告というんですか、地域から虐待ではないかというふうな通告であっ

たりとか、また太子町の中だけではとても解決が非常に難しいので、子ども家庭センタ

ーのほうへつないだというふうな件数等、分かれば教えていただきたいと思います。 

○小路子育て支援課長 質問のありました児童虐待の関係なんですけれども、令和元年度、

平成３１年度の実績という形でご説明させていただきます。 

 相談件数ということで、地域住民からの件数が５人、あと関係機関から２７件、検査

機関から２５件、家族と親族からの通報という方、その他の件数が２件で、合計で５９

件というふうになります。そのうち、通告についてなんですけれども、子ども家庭セン

ターでの通告とかいうふうにつきましては、児童相談所のほうに３件通告させていただ

いておりますので、よろしくお願いします。 

○斧田委員 ありがとうございます。本当にマスコミ等で出てくるのには、重篤なそうい

う虐待事例というのは後を絶たないということで、太子町からそういうふうな形が生ま

れないよう、今後とも頑張っていただきたい。 

○本委員長 ほかにございませんか。 

○村井委員 １０７頁のところの健康診査事業、集団健診事業ということで、とくとく健

診も私は毎年受診させていただいているんですけど、ここにがん検診の委託料というこ

となんですけど、がん検診を受診された方、私ももう一度精密検査といったことの連絡

も受けたことがあるんですけど、その後の保健センター、太子町役場として、前のとき

に追跡とかいうところのことをやって、電話をかけてくるということのもう一度受診さ

れた後の人、どういうアフターフォローをされているのか、教えていただけませんか。 

○松井健康増進課長 また、がん検診を受けられましたら、結果のほうを一度返すように
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なります。それにつきまして、もしがん検診の結果の中で、気になるところがあるよう

な方については、直ちに、すぐに通知のほうを差し上げて、来庁してもらう。その後、

もし精検等ございましたら、病院のほうに受診をしていただいて、その結果について、

私どものほうに結果のほうが来ましたら、それで受けられたか、受けられていないか、

その辺り、電話を差し上げて、確認をしながら、必ず受けていただくような形を取って

いくということになってまいります。 

○村井委員 その先、受診者さんががんを発症されていたというふうなのは、病院からは

連絡は来るんですか。 

○松井健康増進課長 結果については参ります。ただ、がんを発症されている方について、

保健センターとして何らかアプローチしていけるというところはございませんので、ま

ず病院のほうで完治をしていただいて、その後、退院されてきて、いろんな健康相談と

いうところは、分かれば、フォローというのはさせていただくというような形にはなっ

ております。 

○村井委員 ということは、内容は悪いけど、件数が分かれば経年で、だから胃がんであ

ったら、胃がんのとかいう数字は、データ的なことは取れるということでよろしいんで

すか。 

○松井健康増進課長 例えば、がん検診、肺がん検診を３７６人が受けておられるんです

けれども、これが個別で受けておられるだけで、全体としては、１千人近くなっておら

れるんですけど、その中で罹患されているというか、がんにかかられている方というの

は１人か２人おられるかおられないかというふうなところで、ほとんどが精検になられ

ても、要は陽性であったとか、単に病気だったとかという意味で、がんということでは

ないので、件数的には今のところ非常に少ないというようなところで、ただがん検診自

体は集団でがんを予防していくというような制度でございますので、発症された方が見

つかる確率が低いといえども、がん検診自身、非常に有効であるというふうに考えてお

ります。 

○村井委員 今のだったら、毎年、受診されている方はもし、発見されたというのは早期

で発見される。これ、今まで受けていない、初めて受けるんだというところの、力を入

れているような事業はされているのか、教えていただけますか。 

○松井健康増進課長 初めてと。 

○村井委員 今まで受けてなくて、まあ喚起ですね。 
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○松井健康増進課長 それはがん検診の勧奨事業のような形、例えば聖徳市の健康ブース

であったり、あと各イベントの健康ブースを出させていただいたときには、がん検診に

ついてＰＲしていくというようなことをしておりますし、また、とくとく健診について

案内を差し上げるときにも、がん検診の案内のほうも一緒に入れさせていただくという

ようなこと、あと、これからの検診のときには、今、がん検診だけではないんですけれ

ども、いろんな検診の案内を一緒に入れさせていただいて、ＰＲをさせていただいてお

るというような状況でございます。 

○子安健康福祉部長 今、松井課長のほうからご案内あったように、いろんな場を借りて、

検診に関しては勧奨をしておる。今年に関しましては、コロナというような状況があっ

て、なかなか聖徳市なんかも開催できないということですけれども、これまでにも聖徳

市等におきましても、健康ブース、そちらで勧奨することプラス、そちらの健康ブース

で既に、すぐに予約していただけるというような形のこともやっておりますので、その

辺のところも併せて、コロナの状況が改善してからになるとは思うんですけれども、一

層力を入れてやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○村井委員 これ、とくとく健診に関連して、これは決算には関係ないんですけど、今年、

先月、コロナの中で限られたスペースの中で、受診者の混乱を 小限ということでいろ

いろ工夫されてやっておられるところもお見かけしたんですけど、問題なかったのか、

いろいろ細々したトラブルがあったのか、教えていただけますか。 

○松井健康増進課長 先月、月末まで６日間にわたりまして、とくとく健診のほうを行わ

せていただいたんですけれども、通常であれば午前中で１００名の方を受け入れるとこ

ろを密を避けるために、午前、午後に分けまして、５０名ずつ受け入れて、大体１００

名というようなことでやらせていただきました。キャンセル等もあったんですけれども、

一応、５９９名の方が受診をしていただいたということで、非常にスムーズに受診のほ

うもしていただけましたので、今後、もしウイズコロナの中でこういった３密を避ける

というような生活が続いていくのであれば、今回のとくとく健診のやり方を見本として、

いろんな健診のやり方、利用していく必要もあるのかなというふうに思います。 

○本委員長 ほかにございませんか。 

○寺町委員 今のにちょっと関連してなんですけども、とくとく健診を受けます。それで、

指摘されます。それで、検診に行きます。ところが、開業医のほうでも同じように検診

を受けることができるご案内が同封されていると思うんですね。そこらで万が一指摘さ
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れたら、そこから紹介状を頂いて行くという形なんですけども、検診を受けるというこ

とでね。ところが、とくとく健診は紹介状がないように思っているんですが、あるんで

すか、指摘されることによって、お知らせすることによって。そこをちょっと確認した

かったんですけど。 

○松井健康増進課長 とくとく健診はあくまでも特定健診、国保、社会保険、それと後期

高齢医療の特定健診の受診券で受けていただく健診、それにプラス、町独自の追加項目

健診ということですね。心電図であるとか、いろんなものをつけさせていただいておる

ものなので、あくまでも通常健診を受けていただいたときには、結果が来て、その結果

を基に、例えば健康相談であるとかというのは、保健センターのほうでは通知しますけ

れども、精検の場合に紹介状というのはございません。 

○寺町委員 そしたら、今指摘される、アドバイスする、紹介状なしで行くんです。紹介

状なしの受診をするということですね。開業医であったら、受診すれば紹介状が出ると

いうのか、並行して紹介状を頂いて、診察を受けにいくというのが１つの流れだと思う

んです。とくとく健診はそれがない、胃がんとか大腸がんとか、そういうがん検診の部

分での指摘が多いと思うんですけれども。 

○松井健康増進課長 申し訳ありません。そちらのほう、医療機関に至ったときに紹介状。

医療機関で特定検診を受けられたときに、紹介状で。 

○寺町委員 ちょっと待ってください。とくとく健診を受けました。指摘をされました。

指摘されたことに対して。（「がんだったら、紹介状を持っていったらいい」の声あり）

だから、またそれは指摘されることによって、開業医に行って、開業医から紹介状をも

らって、大きな病院に行くのかという話なんですけども。 

○松井健康増進課長 それはとくとく健診じゃなくて、がん検診。 

○寺町委員 がん検診だけですよ。 

○松井健康増進課長 がん検診の場合は。 

○寺町委員 紹介状が出るんですか。 

○松井健康増進課長 一応、医療機関というか、委託先のほうから。 

○寺町委員 紹介状が出る。 

○松井健康増進課長 はい。 

○寺町委員 それだったらいいんですけどね。はい、結構です。 

○本委員長 ほかにございませんか。 
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○西田委員 検診で出したいのが、こういう３密を避けるということで、やっぱり半日で

済んでいたのが１日、それで、そやから、その分人数が増えたかて、出しておられて、

延ばしただけということで、委託しているのだから、向こうの病院から来てくれる、血

を採ってくれる人とか、そういう人たちは、その分もう仕事をされるんだろうけれど、

それに、役場の職員さんはいっぱいついているじゃないですか。これまでは半日、あれ

でも大概だと思うんですけど、ついていたのが１日つくことになるでしょう。それが通

常業務にすごく問題があると思いますし、私ら自分のことを言わせてもらったらあれや

けど、議会前だから職員さんを捕まえていろいろ聞きたいこともあるけれど、そちらの

仕事もしていたらなかなかねというのもあって、これから、コロナがすぐ収まっても、

次年度は通常どおり午前中で終われば、それはそれでいいんですけど、そうなるとも限

らず、来年、次年度も今のようなことをやらなければならないと思うんだったら、受付

業務にもちゃんと委託というか、アルバイトというのか、そういうのをつけることも次

年度は考えていますか。職員さんであれを全部やっていたら、本当に業務が止まると思

うんですけど。 

○松井健康増進課長 ご指摘のとおり、今年度につきましては、コロナということで何と

かとくとく健診のほうを開催したいと。通常であれば、いろんな行事、今、中止になっ

ておりますので、とくとく健診のほうも密を避けるためには、中止という考え方もあっ

たんですけれども、何とかしたいということで今回のような形になりました。 

 ただ、来年度については、委員おっしゃられるとおり、まだどういう形になろうか決

まっておりませんけれども、今後、来年度の予算編成の中で、その辺の対応も考えてい

きたいなというふうには思っております。 

○西田委員 本当にマンパワーというか、本当に人は必要なので、職員さんがそこに手を

取られて、業務ができないような状況にならないようにはお願いしたいと思います。 

 あと、続きまして、社協についてお尋ねします。 

 いろいろ太子町は委託が随分増えていますねという話もあったんですけれども、社会

福祉協議会にお願いすることがすごく増えたように思うんです。太子町から委託の形で

いろんなところに支出を上げられていると思うんですけど、社会福祉協議会に対して総

額幾ら支出しているのか、お分かりでしたら、教えてください。 

○松岡福祉課長 社会福祉協議会のほうは、補助金も含めて委託料がどの程度町から出て

いますかというご質問かと思います。こちらのほうで今現在把握しておりますのが補助
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と委託を合わせて７千８１６万３千８９９円、約７千８００万円ですね。府の中で、こ

の交付金、補助金が１千２６９万２千円、府の交付金が１０万５千円、あと国庫として

９００万円が入ってきていますので、残り差し引きますと、一般財源が約５千６４０万

円弱ということになってございます。 

 以上です。 

○西田委員 だんだん増えてきたように思うんですけれども、また確か去年もこの社協の

決算を出してもらったと思うので、またください。みんなに配ってくれたらと思います

ので、よろしくお願いします。 

 そのうちのバスに対しては幾ら出ていますか。 

○松岡福祉課長 バスのほうはもう今、地域公共交通のほうに再編されて使っております

けれども、平成３１年度につきましては、社会福祉協議会で１年間運用させていただき

ました。その中でバスに係る経費なんですけれども、車両に係る支出としまして、約４

２万円、あと燃料費ですけれども、燃料費が６万３千円弱ですね。あと、バスの運転手

さんの委託料なんですけれども、こちらのほうは約２１２万円、合計しますと３２０万

円強ということでございます。 

 以上です。 

○西田委員 ありがとうございます。 

 ちょっとまた違ったら言ってくださったらいいんですけど、その社協と一緒に太子町

の福祉はいろいろ見てきていると思うんですけれども、社協と福祉課、まあ福祉課だけ

に限らず、高齢介護とか子育て支援課も一緒になってなのかなと思うんですけれども、

この連携、特にいろんな資格を持った方が社協にいていると思うんですけれども、連携

は順調に進んでいるんでしょうか。 

○松岡福祉課長 今のご質問なんですけれども、昨年５月１日に太子町と太子町社会福祉

協議会相互で地域福祉活動の支援に係る連携協定をした、その１年間の取組の質問かと

存じます。 

 この連携ですけれども、まず１点目に、地域福祉に係る将来展望を共有、相互に役割

を分担して連携、協働する。２点目として、全ての住民が安心して生き生きと暮らせる

まちづくりの取組を行うということになっております。これらを、今、午前中もござい

ましたけれども、見える化するために、業務の内容につきまして、それぞれ相互に協議

を行い、次年度の事業費に反映しているというような状況でございます。その内容につ
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きましては、当然、事務担当者もそうですけれども、管理職、あるいは理事者に至るま

で、共通認識を持つために協議の場を設けております。協議の場を設けて、話の内容に

つきまして、文書に取りまとめ、各町と社会福祉協議会の両方で確認した上で、各々の

理事者等に報告しているところでございます。 

 令和元年度の具体的な取組ですけれども、町会、自治会などで地域共生社会の実現に

向けた包括的支援体制の構築を目的に、町会、自治会などで住民が主体的に地域生活課

題を把握し、解決を試みる環境の整備を図るための取組を支援する地域力増加推進事業

というのを新たに開始しております。 

 これの内容ですけれども、昨年の７月３１日に万葉ホールで開催しましたご近所福祉

でつながる地域の未来、みんなが安心して暮らせる地域のヒントと題した地域での支え

合いの大切さをテーマとした講演会を開催しました。これを皮切りに、モデル地区３地

区を選定しまして、６回にわたって、地域支え合いマップ作りというのも作成し、その

ワークショップを継続して開催しているところです。 

 また、育児、介護、障がい、貧困など、複雑化したニーズを的確に捉え、相談支援機

関と適切にコーディネートする専門職の配置による多機関の協働連携ということで、そ

の包括的支援体制の構築をいたしております。具体的には、町と太子町社会福祉協議会

のコミュニティーソーシャルワーカー、あと高齢介護課、地域包括支援センター、福祉

課、子育て支援課、健康増進課などで構成されます相談支援包括化推進会議というのを

立ち上げております。その中で、現在の世帯で抱えおられる複合的な相談に対して、円

滑な支援ができるように進めているというような状況でございます。 

 以上です。 

○西田委員 いろいろと力を合わせてやっているのが分かりましたけれど、あと、少し心

配なのは、そうやって行政と社協は地域とも連携してやっているんですが、相談に行く

ときに社協まで行くのはなかなか大変かなというのがあって、ここに来たら、いや、そ

の相談は社協ですよと、社協に行ったら、それは太子町役場ですよとか言って、送られ

ることはないのか、そんなんで行ったり来たりすることも解決しているのかというのは

今どうなっているんですか。 

○武部高齢介護課長 あらゆる相談なんですけども、一応、高齢介護のほうにつきまして

は、社会福祉協議会で持っておられます事例等々がございます。本町におきましても、

窓口で相談等ございましたら、社会福祉協議会と連携させていただいて、あっち行った
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り、こっち行ったりというふうなことがないように、今のところ、社会福祉協議会と慎

重に協議しながら連携を取っております。 

 以上です。 

○西田委員 そうですね。今、高齢介護で答えてくれたんであったら、来はる人は高齢者

かなと思うので、もしそんなんで相談を受けたら、あっち行ってではなくて、社協の人

に来てもらって、相談してもらえるという状況をつくっていると。 

○武部高齢介護課長 先ほど委員がおっしゃったように、やはり高齢者の方でございます。

ですので、高齢介護課としましては、社会福祉協議会のいろんな事例の担当の方に窓口

のほうに来ていただきまして、相談内容を高齢介護課と一緒に協議をさせていただきま

す。高齢介護課で持つべき事例なのかどうかというところを判断させていただいており

ます。 

 以上です。 

○西田委員 そのように住民さんがいろんなところへ行って、苦労しないようにしてくだ

さっていることは本当ありがとうございます。 

 では続いて、では、子育てのほうをお尋ねしたいんです。 

 子育て支援課は２８年７月１日からできているんですけれども、先ほど、第５次総合

計画の柱のほうとか子育て支援を頑張っていく太子町ということで、子育て支援課がで

きたんですけれども、改めて、ほかの自治体に比べて太子町独自、こんなすばらしいこ

とをやっているという施策が、どんなことがあって、これも町長がやっている子育てし

やすい町とおっしゃいまして、子育てには力を入れていくんだというのをおっしゃって

いますので、今後に引き継がれていくもの、また、今後どういうことをしていくかとい

うのを考えていましたら、教えてください。 

○小路子育て支援課長 ご質問の関係で、子育て支援課では当初より太子町の子育て包括

支援センターを設置しています。妊産期から子育て期にわたるまで、地域の特性に応じ

た形で専門的な見地と当事者目線の両方の視点を持って、ワンストップの子育て窓口と

いうのを住民の皆様にきめ細かく支援を行っているところであります。 

 その中で、妊産期から切れ目のない子育て支援を行うために、健康増進課、教育委員

会と連携して、１８歳までの、他市町村では１８歳までというのはないと思うんですけ

れども、太子町のほうでは１８歳までの子育て支援を行っております。特に発達支援の

部分になると、ふたば教室というのが、あとクローバー教室とかあるんですけれども、
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これについては、巡回相談ということで、各専門職、作業療法士とか臨床心理士等の専

門職、発達グレーゾーンの児に対して聖徳学園等、小中学校とか、あと保育園とかと連

携しながら、療育プログラムを提供しているということで、独自事業を実施しています。 

 次に、多子世帯への保育料の低減につきましては、先ほど決算の報告でもありました

ように、国基準の所得や子どもの年齢制限に関係なく、第２子半額、第３子以降であれ

ば全額負担軽減を行っております。これについても進んでおると思っております。 

 後に、平成３１年度については、幼児教育・保育の無償化によって、副食費につい

て４千５００円を上限に実費徴収分を補助して、あとまた小学校、中学校の入学につい

ては、図書カードの贈呈を行っておって、非常に喜んでおると聞いております。 

 後なんですけれども、今後なんですけれども、子育て包括支援センターにおいては、

より強力な連携体制を取るため、子育て支援策を充実させて、また、子育て環境の整備

や少子化対策といった子育て支援策については、財源が限られておりますので、その中

で幅広く検討しながらいきたいと思っておりますので、すみませんが、よろしくお願い

します。 

○西田委員 １８歳までの子育て支援をやっていると、この１８歳までがまた太子町がよ

その自治体と違うところだという中で、今度、新町長が１８歳までの子どもの医療費助

成を拡充しようというのは、ここにも入ってくるのかなと思うんですけれども、そうい

った先例をもっとしないと、もっともっとして、人口を増やすにはなれへんかもしれま

せんけど、太子町のよさを発揮するいい施策をやっているんですけど、どうも見えてこ

ないところがもったいないなと思うので、別に子育ても行うだけではなくて、太子町全

体として、もっとＰＲできる何かホームページの在り方とか、広報の在り方とか、無線

の使い方もあるかなとか、もっといろいろ考えていっていただけたらいいなと思います

ので、よろしくお願いします。 

○本委員長 ほかに。 

○中村委員 先ほどのとくとく健診の件なんですけども、一応、とくとく健診を受けて、

それで何らかの異常があればご本人に通知が来る、それからそこでどこそこへというん

ですけども、 終の追跡調査というのはどこまで町としてはやっておられますか。 

○松井健康増進課長 まず、ちょっとそこのところを整理だけさせていただきたいんです

が、とくとく健診の中で特定健診の部分とそこに心電図等の町が独自でやっている健診

の部分、プラス、セットになっているがん検診の部分というのはちょっと今、先ほどか
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らちょっと質問がある中で、一緒になって質問をされているようなところがございまし

たので、今、中村委員がご指摘の部分については、がん検診の部分でよろしいですか。 

○中村委員 いえ、両方です。 

○松井健康増進課長 両方で。特定健診の部分につきましては、結果が出ましたら、私ど

ものほうから通知をさせていただくんですけれども、その際に気になる、例えば血糖値

が高いだとか、そういう気になるところが高いという人は健康相談、勧奨ということで、

通常その特定健診の結果をお返しするに当たっては、結果相談会ということで結果を取

りに来ていただく日程を９月下旬に、またこれも６日間設けさせていただいております。

その際に、事前に気になる方については相談を受けていただくような体制を取らせてい

ただいて、時間が許す限り、相談、結果を取りに来た方の相談をするというようなこと

をやっております。 

 また、がん検診のほうにつきましては、先ほど出ておりましたけれども、結果が来ま

して、例えば精検であるとかの気になるところがありましたら、その結果相談会の前に

通知差し上げて、各自来ていただいて、その中で相談をしながら、その紹介状もお渡し

して、受診していただくというような形を取らせていただいております。 

○中村委員 要は、相談に来られなかった場合はそれで終わりということですか。 

○松井健康増進課長 それで終わりではなくて、あくまでも電話とか、勧奨はさせていた

だくんですけれども、例えばがん検診の場合はがんになっておられましたら、例えば経

験なりで今度精密な検査を受けたときに、がんが発見される可能性が高いから精検なん

ですが、精検になったときにはすぐに命に関わることです。ただ、特定健診の場合は、

ご存じのように体重を測って、血液検査してというような形なので、生活習慣病の予防

というものに重きを置かれています。なので、相談に来てくださいねという勧奨はさせ

ていただくんですけれども、ただ、それ以上、例えば相談の中で診療を受けてください

とかいう勧奨はできるんですが、あくまでも本人さんが行かれるか行かれないかという

ところで、保健センターでは治療するというようなことではございませんので、どこま

でというか、そこで終わりですかと言われれば、まあまあそこで終わりですというよう

な言い方になってしまうのが高いんですが、できるだけのフォローはするということで

ございます。 

○中村委員 例えばですけども、私は一事業所で健康診断を従業員に受けさすと、そこで

異常が発生すれば、私、実名でいきますけれども、トラック協会からこの方がこういう
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ことになっているからどこそこの病院に行かせなさい、そういう命令まで来る。そして、

そこへ行かさなかった場合は、事業所にペナルティーが来る。そこまできつい形を取ら

れております。というのは、とくとく健診をやって、まあいいだろうからとか、自己判

断とか、そういったことの漏れがあったら、やっぱりあんまり意味がなくなってくると

いうか、今後、今まででそういった漏れのために自己判断とか、聞きに来てくださいと

言っても来なかったからとか、そういうことが 終的にあんまりよくない結果にいった

可能性はあるかどうかということで、私のほうは一事業所、民間の事業所なので、徹底

的にその 終の診断書は出せというところまでやらされているという現状から物を言っ

ていますので、ご理解できないかも分かりませんけども、追跡調査というのはそこを言

っているんですけどね。 

○子安健康福祉部長 委員がトラック協会へ行って、こういう形で進めているよという、

ご紹介をいただいて、あれに値する程度のことまでやっているんだということでご紹介

いただいたんですけれども、逆に言うと、特定健診におきまして、そこまでの役所の立

場として、健診を受けていただいて、受けられた方で一定、悪い数値があって、この

方々に対して命令というところまでは到底、ちょっと難しい部分がございます。ただ、

健診当日も先ほど松井課長から申し上げておりました、結果相談会、書類を返すとき、

その際にも本町の保健師、プラスアルファその日に関しては増員して、健診当日でも既

にもうこの方はちょっとまずい、腹囲が大き過ぎるというような方は別室に案内して、

既にあなたは腹囲がもうメタボになっていますよというご案内をしたり、結果、相談会

の際にはもう少し詳しく血液検査の結果であるとか肝機能とかいろいろございますね。

そういった部分で異常が認められる方に関しても命令はできないですけども、別室にな

るべく入っていただくようにして、１５分、２０分という間、保健師のほうから受診を

するようにということで再三指導というふうな形ではやらせていただいておりますので、

よろしくご理解のほどをお願いいたします。 

○本委員長 ここで、委員長から決算の意義と考えについてお話しさせていただきたい

と思います。予算執行の。 

○建石委員 ちょっと質問が。まだある。 

○本委員長 それはいいんですけど、その質問の前に。予算を執行した結果、どのよう

な成果を上げたかを示す成果報告書であります。議会が決定した予算が適正に執行され

たかどうかを審査するとともに、各種資料に基づいてその行政効果や経済効果を測定し、
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住民に代わって行政効果を評価する極めて重要な意味があることを再認識すべきである

と。このような考えに基づいて決算についての質疑をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

 ほかに。 

○建石委員 ということは、今のちょっと委員長の話では、形態を離れている質問がある

ということですか。 

○本委員長 要は、この予算書の決算に基づいた上での質疑をお願いしたいと。 

○建石委員 母子保健事業、１０９頁で負担金及び交付金の健康診査費助成金２０万５千

円が出ているんですけども、これの内容というようなものをちょっと教えていただけま

せんか。 

 多胎児妊婦さんの助成金はどこに入るんですか。健康診査費の助成があるが思う。 

○松井健康増進課長 妊婦健診の５回分のみです。 

○建石委員 一般妊婦さんの健康診査が１１１人おられるわけですわね。その中に多胎児

妊婦さんがその中で健診に受けられて、そこを府から助成されているということなんだ

ろうとは思うんですけどね。 

○松井健康増進課長 妊婦健診を１４回通常受けておられるところを多胎の方については、

５回分、５千円をかけてもらうんですね。その５千円分を追加して補助しますよと。補

助しますよというか、受けていただけますよという形になっております。これについて

は、委員ご指摘のとおり、妊婦健診のところの中に入っておるということでございます。 

○建石委員 それと、その特定不妊治療費助成というこの中、その健診を受けられて、結

果というたらおかしいけども、助成していくという理解でいいんですか。 

○松井健康増進課長 先ほどの１０９頁の負担金補助及び交付金の一番下のところ、特定

不妊治療費助成と出ている、これで受けていただくという形。 

○本委員長 ほかにございませんか。 

○村井委員 これ、先ほど総務のときにちょっと聞こうかなと思ったことなんですけど、

公共交通に関係があると私は思っておるんですけど、９３頁のところの総合福祉センタ

ー維持管理事業というのは、先ほど西田委員のほうからありましたけど、社会福祉協議

会に委託しているというところの中で、これ、町のホームページでは福祉センターの利

用というところのことでいろいろ書いてあるんですね。一般の方の利用だけじゃなくて、

老人クラブや障がい者団体などの福祉団体をはじめ、町内で活動するボランティアなど
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の活動拠点になっていると。その中で下を読んでいったら、次、太子町に居住の６０歳

以上の方、障がいがある方、そういうふうに書かれているから。一般の方も利用だけで

なくと、これ、運営でそこで縛るのかいというのも、毎回、ちょっと思っていたという

のと、もう一つ、これ、私はあほな質問したのかもしれませんけど、なぜ水曜日が休み

なのか教えていただけませんか。 

○松岡福祉課長 まず、水曜日が休みなのは、各種いろんな団体を持っていただいていま

す。それの貸館の日を一応、水曜日と定めて、水曜日は一般の方の利用はちょっとでき

ないような状況になっています。ただ、ご指摘がございますので、ちょっとそこはまた

社会福祉協議会と協議をさせていただきたいと思います。 

 もう一つは、社会福祉協議会の利用しおりを見ますと、さっき、委員ご指摘のように、

一般の方も利用できないことはないので、その辺りもまた協議を本年度させていただく

形を取ります。一般的には６０歳以上、もしくは障がいのあるという縛りの中でやって

いる状況ですけれども、当然、事業の中には子育てを応援する事業もあったり、もしく

は、ほかの、例えばいろんなサロンの事業とかもあるので、その事業を運営するに当た

って、６０歳以上が適当であるとか、そういう面もございますので、その辺りはいただ

いた課題としまして、本年度追加してまいりたいと思います。よろしくお願いします。 

 以上です。 

○村井委員 私もコロナ禍の中で社会福祉協議会は一時的に閉館をされていたという、

徐々に利用のほうを３密とか、そういう対応をしながら住民さんが使ってられるんです

けど、趣味とかいうところのことで、すごくにぎわっている。逆に、コロナ禍で行くと

ころがないから、そこへ行っているという、表現が悪いかも分からないですけど、すご

く盛況というか、いっぱい来られているんです。その中で、何で水曜日が休みやねん。

さっき、総務で何で質問しようかなと思ったのが乗車券を見たら、水曜日もバスが走る

んですね。水曜日はバスが止まっていないんですね。バスには乗っていただきたい、だ

けど、福祉センターはなぜか水曜日は休みと。利用者さんはいっぱい来ておられる、毎

日のように。本当は入場制限せなあかんかなというぐらい利用されているということだ

ね。ちょっとその辺、やっぱり水曜日休みというところもいろいろ事情があるかと思い

ます。 

 富田林市であったら、年末年始だけですか、昔は何か定休日を決めていたみたいなん

ですけど、今はもう年末年始の休みを除いて、ボイラーの点検のときだけ、週１回お風
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呂は休んでいるとか、いろいろそういう工夫で、やっぱり使ってもらって、そこの道中

でコミュニティバスを活用していただいて、また福祉センターを使っていただくみたい

な、そういう取組ができるのではないかというのが思っていた。また、その辺、どない

か、この決算のところでいったら、そういうところのことでもっと委託をお願いしてい

るんだから、それ以上の効果が出せるようにと思うんですけど、その辺、部長、どうお

考えでしょうか。 

○子安健康福祉部長 町として、福祉センター、当然、現在、水曜日がお休みで、その日

に関しては別の団体の方にご利用、にぎわせているという、一定、理由があってのこと

ではございません。押しなべて考えてみますと、施設があると、やはり公の場、施設に

関しては住民の方に１人でも多く利用いただく、これが一番いい形だと考えております

ので、水曜日を開けるのがそれが一番いい方法なのかどうかというところもありますけ

ども、十分に施設がご利用いただける、あるいは１人でも多くの方にご利用いただける

ような形のものを、そういうものの検討はしていきたいというふうに考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

○村井委員 そういうふうに、やっぱり１人でも多く使ってもらって、この委託に予算か

けて、運営していただいているので、その辺、社会福祉協議会と歩調を合わせて、太子

町のホームページでは福祉センターが土日休み、年末年始は休み。ただ、社会福祉協議

会の事業のところで水曜日休みというふうな表現のところもちょっとややこしい状況に

なっていますし、例えば細かいことを言ったら、ホームページのバスの時刻表もまだ昔

の送迎バスの時刻表になっちゃっている。やっぱり、そういうところも福祉部局だけで

はなくて、やっぱりその先の組織でしっかり対応してもらいますように要望しておきま

す。 

○本委員長 ほかにございませんか。 

○西田委員 ８７頁の敬老祝事業です。今年度がすごく形を変えたと思うんです。各々議

員さんもいろんなところに顔を出されたと思うんですけれども、ただ、これはずっとこ

の形を取るのではないというのがこのときに説明もあったと思うんです。今年度、きっ

とこの形で、ごめんなさい、振り返っていないから分からないんですが、予算化したの

かなと思うんですけど、今年、この敬老祝いはできますか。 

○武部高齢介護課長 敬老祝事業に関しましてでございますが、敬老のつどいというふう

な形で平成３１年度、５地区の集会所で開催させていただいて、その中に金婚式のほう
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を入れさせていただきました。実際に平成３１年度はこういうふうな形でさせていただ

いているんですけども、令和２年度から金婚式のほうについては、この敬老のつどいの

中で行わず、実際にちょっと本町のほうに来ていただいて、お祝いの品等々をお渡しさ

せてもらおうかなというふうにちょっと今のところ、検討しております。ただ、９月に

入りますと、敬老月間に入りますが、コロナ禍の中でちょっと今、慎重にどういうふう

な形でやったらいいのかなというふうなことで、今、協議、検討しておる状況でござい

ます。 

 以上です。 

○西田委員 ５地区で集まって、やったというのを、できるんならまだやろうかなと思っ

ている状況なんですか。 

○武部高齢介護課長 この敬老のつどいにつきましては、和光会主催というふうな形に既

にもうなっております。和光会さんのほうで、実際に社会福祉協議会のほうが中心にな

るとは思うんですけども、令和２年度もこのような形でされるというふうには一応、聞

いてはおるんですけども、いかんせん、すみません、ちょっと和光会さんのほうが主催

になっておりますので、実際、本町、高齢介護課もどういうふうにやっていったらいい

のかなというふうなことで一緒にちょっと協議はさせてもらおうかなというふうには思

っております。 

 以上です。 

○西田委員 磯長台でも和光会と同じ流れになるのか、睦会という老人会があるんですけ

れども、ずっと事業を中止してきているんです。つどいを開いてくれたら、それはうれ

しいことかなと思うんですが、開けなければその分で助成していますね。プール、助成

したお金を返してくれなんて言いませんね。じゃ、その分どうするのという、もしそう

いう集まりができなかったときのことまでは考えていないのか、それはもう和光会に渡

したから、和光会として考えてくれというスタンスなんですか。 

○武部高齢介護課長 まず、本町の３１年度の予算といたしましては、敬老記念品代に相

当、敬老祝金のほうの予算計上のみをさせていただいております。先ほど言いました、

今までありました敬老会を敬老のつどいというふうな形に変えさせていただいて、今回、

主催というふうな形になっております。和光会さんのほうがどういうふうにやっていっ

たらいいのかなというふうなところで、本町のほうにも協議等、申出がもしありました

ら、その辺は一緒にちょっと検討はさせてもらう形にはなっておるんですけども、実際、
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お金の話になりますと、予算計上しても、先ほど言いました記念品代、それと敬老祝金

のほうというふうな形になっております。 

 以上です。 

○西田委員 ですから、形が変わった分は老人クラブ助成事業補助金が増えたということ

でしたね。このお金がつどいをすることに使いましょうねと、旅行とかで、何しろ、た

くさん、もっと会員を増やすことに使ってくれたらというのがこのコロナでどうもそう

いう事業ができなかったら、何もしなければ、もしかしたら、補助金を渡していますけ

ど、満額使われないこともあるかもしれない。満額使えなくてもいいのか、集まらなく

てもできるのには物を渡すのもあってもいいと言うんだったら、そういうことで使って

くださいねなのか、それはもう和光会がしようがしまいが、それはもう渡してしまった

から、こっちは関知せえへんというのか、そこははっきりしていただきたいんですけど。 

○武部高齢介護課長 老人クラブの活動と社会活動促進事業、要は和光会の補助というよ

うな形になると思うんですけども、当初は交付申請のほうを出させてもらっています。

その後に実績を出していただくんです。その中で、去年につきましては、敬老のつどい

の実績として上げさせていただいて、補助金として上げさせてもらっているというふう

な形になります。今年度、実際に、先ほど私が言いましたコロナ禍の中、どういうふう

な状況になるか、ちょっとすみません、まだ見えないんですけども、実際に敬老のつど

いがもし中止となれば、実績として、その敬老のつどいは上がってきませんので、その

分の補助というのはない状態になるというふうな形になります。 

 以上です。 

○西田委員 だから、やったらこの満額だし、やらなかったら返ってくるということなん

だけど、その代わりになるのを、和光会の方だけに考えさせるのではなくて、なかなか

コロナの中で集まるのも大変だけど、こういうのもありますよとかいうのを、やっぱり

提供してあげて、何かできるようにしてあげるん、これ、返してもらってよかったとい

うのは金額じゃないと思いますので、少し知恵なんかも一緒に出していただけたらと思

いますので、よろしくお願いします。 

○寺町委員 まず、金婚式の件なんですけれども、和光会、和光会とおっしゃっているの

で、和光会から案内をいただくわけですか、この対象の方は。役場から案内をいただく

んですか。 

○武部高齢介護課長 金婚式のほうにつきましては、本町広報のほうに金婚式の対象者と



－８３－ 

なる方の募集を行います。うちの窓口、高齢介護の窓口のほうに来ていただいて、受付

をさせていただくというふうな形になります。 

○寺町委員 万が一、無視されて、問合せがなかったら、その方はどうなるんですか。無

視ですか。 

○武部高齢介護課長 今年度、対象となる方がもし申請等々、もし忘れておりましたとい

うふうなことであれば、もし来年度、例えばその方の申請がもしあれば、もちろんお祝

い事でございます。受付のほうはさせていただくというふうな形でやっております。 

 以上です。 

○寺町委員 今言うてるのは、記念品が和光会から出る、予算を出しているから。それだ

から、その案内はどこから来るのかということと記念品が出るのか、そういう形になっ

ても。万が一、連絡が取れなくても、それは誰がフォローするんですかということを聞

きたかったんです。 

○武部高齢介護課長 記念品等につきましては、フォローのほうは全て役場のほう、高齢

介護課でさせていただく形になります。ですので、そこはうちのほうでチェックさせて

いただこうと思います。 

 以上です。 

○寺町委員 しつこく言うようですけど、和光会、和光会と言っているけども、和光会が

浸透している、何人そういう対象の方が入っていらっしゃるのか、もちろん増員するた

めに１つのテクニックとして、そういう方法を取られているとは思うんだけども、実際

のところ、どれぐらいの方が和光会にその年齢の人が入っていて活動されているのか、

絞り込んでは金婚式という形になってくると思うんですけども、和光会は６０歳から入

れるのかな。太子町の人口の中で和光会の方は何人いらっしゃるんですか。 

○松岡福祉課長 ただいま和光会の会員の人数の問合せということでご質問いただきまし

た。私が今手元に持っております資料では４５９人となっております。 

 以上です。 

○寺町委員 ６０歳以上の対象で何％ぐらいになるんですか。 

○松岡福祉課長 すみません。６０歳以上ということなんですけども、６０歳以上の人数

については、今、把握をしておりません。ですので、ちょっと比率のほうがはっきり分

からないです。およそ、仮に６０歳だったら、３千人ぐらいかと思います。ですので、

それから考えると１割５分ぐらいの方が入っておられるかなというふうに思います。 
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 以上です。 

○寺町委員 今の話の中で、そういう対象の方が１５％ぐらいしか和光会に入っていらっ

しゃらない。認知はしているかもしれない。実際、活動はごく、今、４００何人の方が

活動されているのかもしれない。でもそういう大切な５０年に１回しか、一生に１回の

金婚式を丸投げしているんですよ、今。町から離れてしまっているんですよ、現実が。

何かむなしく思います。任せた、委託したということで、皆に言っておられるだけで、

報告を受けるけども、なかなか納得できない人もおられます。 

○子安健康福祉部長 今、高齢介護課長が答弁してくれた中で、ちょっと誤解があったの

かと思うんですけれども、寺町委員ご指摘のように、金婚式の形式というんですか、武

部のほうもご説明いたしましたように、町のほうに来ていただいて、記念品をお渡しす

るという事業になってございまして、したがいまして、金婚式の記念品、お祝い贈呈に

関しましては、町の事業として、和光会のほうにお願いしてやっている事業とは別に、

町として町の責任でやらせていただいております事業でございます。 

○寺町委員 昨年は５か所の集会所でそういう式典が行われて、和光会と一緒にやられて、

金婚式の方も出席されて、記念品も贈呈されたという場面も見ているんですけど、同じ

ような形でやっていかれるのかと思っていたんです。今回は、こういうコロナの状況の

中でこういうお話になっているんですけどね。今、健康福祉部長のほうから説明があっ

たように、僕は、やっぱり役場だと思うんです、住民ですから。住民を対象にして、記

念式典を役場が仕切らないと、和光会に丸投げしてどうするんですかというところを問

いたかったんですよ。すごく大事な事業だと思うんです。 

○子安健康福祉部長 ご指摘いただいているように、毎年あるようなものでもなく、今、

ご指摘あったように、一生に一度のことでもございます。今回、町のほうでやらせてい

ただくということでご答弁はさせていただいておるんですけども、いかんせん、今年の

状況としましては、今のコロナの状況、なるべく開催できるような向きで、前向きには

今進めさせていただいております。ご出席いただける方の人数等々を精査して、町長室

のほうでやらせていただくのか、あるいはまた別室、場合によっては、万葉ホール、広

いところでやらせていただくのがいいのか、その辺のところ、開催させていただくよう

な前向きな向きの中、進めさせていただいておりますので、何とぞご理解のほうをよろ

しくお願いいたします。 

○本委員長 ほかにございませんか。 
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○西田委員 そういう３１年度決算を見ながら、反省点、それと部長のこれから令和３年

に向けて、どういうふうに進めていくのか、統括する点と見直すこともあるかと思うん

ですけれども、部長の決意といいましょうか、次に向けての太子町の進む方向をちょっ

とおっしゃっていただけたらと思います。 

○子安健康福祉部長 ３１年度決算に関して、評価なりする点、あるいは反省点、それを

令和３年の予算に生かしていくのかというご質問でございます。 

 評価する点と、手前みそになりますけども、評価する点、これに関しましては、今年

の決算の成果の報告にもありましたように、また、ただいまの一般会計の決算の説明の

中にもありましたように、幼児教育無償化に併せて町独自の事業として副食費助成であ

るとか、高齢者の方のグラウンドゴルフ場の念願と言っていいんですか、利用環境改善

のための日よけの設置等々、住民目線といいますか、利用環境向上といったところで、

新たな事業をやる取組を進められていると、取り決めているというところが一定、評価

されるものではないのかなというふうに考えております。 

 また一方、反省点でございますけども、反省というのはなかなか難しい部分もあるん

ですけども、これを申し上げますと、決算の反省というよりも、予算執行の反省という

ことになるのかも分かりませんけども、去年、私は保険医療課長として、保険医療課で

執務、業務に携わってきております。その中で感じたことでございますけれども、会計

処理なんかを日々こなしている中で、やはり軽微な間違いというのが結構発生するとい

うのを感じております。これに関しては、今申し上げましたように、軽微なものでもあ

りますし、発見しているのが職員自身ですので、住民さんにご迷惑をかけるとか、そう

いったこともなく、修正のほうはできておりますけども、これらの誤り等々に関しまし

ては、職員一人ひとりがちょっと気をつければ防げるようなことであったというような

ことから、このようなことを考えさせてもらうと、保険医療課長として、平成３１年度、

業務にあたる中において、やっぱり課員への指導、こういったところに私自身、問題が

あるん違うのかなというふうには考えております。ここに関しては、町の決算というよ

りも、私自身として非常に反省しているところではございます。 

 令和３年に向けましてということでございますけれども、先ほど申し上げましたよう

に、住民目線といったところ、あるいは事業者の立場に立ってというところを忘れずに、

来年度以降についても取り組んでまいりたいということと、ちょっと話はそれてしまっ

たのかも分かりませんけども、先ほど言いましたように、職員の指導、こういったとこ



－８６－ 

ろ、人材育成といいますか、その辺のところも十分意識しながら、令和３年度に向けて

取組を進めたい、このように考えております。 

 以上でございます。 

○本委員長 よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○本委員長 ないようでございますので、健康福祉部関係についての質疑を終わります。 

 以上で、本日の審議を終わります。 

 これにて委員会を散会いたします。次回は明日３日になっておりますので、よろしく

お願いいたします。 

 本日は御苦労さまでした。 

午後 ４時１４分 散 会 
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